
【
要
旨
】近
世
の
伊
勢
神
宮
直
轄
領
に
存
在
す
る
被
差
別
民
に
つ
い
て
、
そ
の
起
源
や
役
務
、

村
内
で
の
位
置
、
宇
治
・
山
田
の
被
差
別
民
と
の
異
同
、
周
辺
藩
領
の
被
差
別
民
と
の
関

係
等
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
。
門
前
町
の
宇
治
・
山
田
及
び
周
辺
農
村
は
、
宇
治
会
合
・

三
方
会
合
が
山
田
奉
行
の
下
で
行
政
機
能
を
持
ち
、
神
宮
領
と
し
て
の
実
質
は
な
い
。
一

方
、
地
理
的
に
は
離
れ
る
多
気
郡
に
、
伊
勢
神
宮
が
経
済
的
基
盤
と
す
る
神
宮
直
轄
領
た

る
五
か
村
が
あ
り
、
住
民
ら
は
神
宮
に
年
貢
や
諸
役
を
負
担
し
、
ま
た
神
宮
特
有
の
触
穢

観
念
も
共
有
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
村
々
に
は
、
斃
牛
馬
処
理
権
を
持
つ
「
穢
多
」
身
分
、

村
の
警
備
役
を
担
う
非
人
番
、
竹
製
の
簡
素
な
楽
器
を
用
い
て
説
教
節
を
謡
う
雑
種
賤
民

「
さ
さ
ら
」
が
存
在
し
た
。
彼
ら
は
身
分
に
応
じ
、
行
き
倒
れ
死
体
や
死
牛
馬
の
片
付
け
、

神
宮
領
特
有
の
葬
送
儀
礼
「
速
懸
」
に
お
い
て
最
終
的
に
埋
葬
す
る
役
を
負
う
な
ど
死
穢

を
忌
避
す
る
役
割
を
持
ち
、
同
時
に
、
周
辺
藩
領
の
同
一
身
分
の
者
た
ち
と
領
主
関
係
を

越
え
た
身
分
集
団
を
形
成
し
、
通
婚
や
情
報
の
共
有
、
役
負
担
な
ど
に
お
い
て
、
密
な
関

係
を
有
し
た
。
た
だ
し
江
戸
時
代
後
期
に
は
、
斃
牛
馬
処
理
権
と
役
務
負
担
、
さ
さ
ら
身

分
を
統
括
す
る
三
井
寺
近
松
寺
の
支
配
な
ど
を
巡
り
、
身
分
集
団
の
頭
支
配
か
ら
脱
し
、

本
村
の
意
向
に
従
っ
て
い
く
動
き
が
見
ら
れ
る
。
参
宮
街
道
沿
い
に
位
置
し
賃
稼
ぎ
が
盛

ん
な
当
地
で
は
、
農
耕
作
の
奉
公
人
需
要
が
高
く
、
「
穢
多
」
身
分
の
者
が
少
な
か
ら
ぬ

田
畑
を
耕
作
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
、
伊
勢
神
宮
も
認
識
し
て
い
た
。
文
政
六

（
一
八
二
三
）
年
に
山
田
奉
行
が
、「
穢
多
」
身
分
の
者
が
納
め
る
年
貢
米
の
「
穢
れ
」
に

つ
い
て
神
宮
神
官
に
問
い
合
わ
せ
る
が
、
神
宮
側
は
敢
え
て
あ
い
ま
い
な
形
で
の
収
束
を

図
る
。
総
じ
て
神
宮
領
に
お
け
る
被
差
別
民
は
、
生
業
や
身
分
存
在
、
役
務
な
ど
に
つ
い

て
、
周
辺
他
藩
領
の
被
差
別
民
と
多
く
を
共
有
し
、
差
別
の
実
態
に
関
し
て
も
本
質
的
な

違
い
は
認
め
ら
れ
な
い
。

は
じ
め
に

清
浄
さ
を
保
つ
こ
と
を
旨
と
す
る
伊
勢
神
宮
の
「
領
地
」
に
お
い
て
も
、
江
戸
時

代
に
は
様
々
な
被
差
別
民
が
存
在
し
て
い
た
。
彼
ら
は
「
神
領
民
」
た
る
が
ゆ
え
に
、

幕
領
や
藩
領
な
ど
一
般
の
武
家
領
地
の
被
差
別
民
と
は
異
な
る
存
在
形
態
を
取
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
穢
れ
意
識
と
被
差
別
民
の
存
在
と
は
直
接
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い

も
の
の
、
神
社
特
有
の
触
穢
観
念
と
差
別
と
の
関
係
を
解
明
す
る
必
要
性
は
贅
言
を

要
し
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
点
に
お
い
て
神
宮
領
の
被
差
別
民
の
実
態
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
は
、
伊
勢
地
域
史
に
留
ま
ら
ぬ
意
義
が
あ
る
。

内
宮
・

外
宮
の
門
前
町
た
る
宇
治
と
山
田
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
牛

谷
と
拝
田
と
い
う

非
人
集

落
が
存
在
し
、
彼
ら
は
古

市
に
近
い
歓
楽
街
で
参
宮

客
相

手
に
竹
製
の
楽
器

（
＝
さ
さ
ら
）
を
用
い
、
「
説
教
節
」
を
奏
で
つ
つ
諸

芸
を
演
じ
る
と
い
う
、
下

級
宗

教
者
か
つ
芸
能
民
と
し
て
の
側

面
を
持
ち
つ
つ
、
伊
勢
の
地
に
お
け
る
死
者
を
送
る

特
有
の
儀
礼

＝
速
懸
に
お
い
て

墓
地
で
の

土
掛
け
役
を
務
め
る
な
ど
、
「
死
穢
」
を

引
き
受
け
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
（

1）。
門
前
町
周
辺
の
農
村
に
は
、

武
家
領
一

般

の
「
穢
多
」
農
村
と
同

様
に
、
斃
牛
馬
処
理
権
を
持
ち
皮

革
業
に
携
わ
る
人
々
が
居

た
が
、
彼
ら
は
同
時
に
中
世

以
来
の
猿
楽

座
た
る
伊
勢
三

座
に
連
な
り
、
ま
た
神

社

の
地
鎮
祭
に
あ
た
る
「
方
固
め
」
に
従
事
す
る
陰
陽
師
系
の
性
格
を
も
持
っ
た
（

2）。

し
か
し
な
が
ら
、
宇
治
・
山
田
の
門
前
町
と
そ
の
周
辺
農
村
（
伊
勢
神
宮
を
起
点

に
、
宮
川
よ
り
内
側
の
村
落
を
指
す
）
の
地
は
、
自
他
共
に
「
神
宮
領
」
と
表
現
は
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す
る
も
の
の
、
伊
勢
神
宮
が
「
領
有
」
す
る
実
態
は
な
い
。
神
宮
は
遷
宮
に
際
し
て
、

「
神
領
民
」
た
る
彼
ら
の
主
体
的
意
志
に
基
づ
き
、
お
木
曳
き
や
白
石
持
ち
な
ど
の

儀
礼
的
奉
仕
を
受
け
る
が
、
領
主
的
支
配
の
根
幹
た
る
年
貢
や
諸
役
を
賦
課
し
、
徴

収
す
る
権
限
を
有
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
触
の
伝
達
や
犯
罪
者
の
処
分
な
ど
行

政
的
支
配
の
一
切
、
つ
ま
り
人
の
支
配
も
、
幕
府
の
遠
国
奉
行
た
る
山
田
奉
行
の
下

で
、
宇
治
会
合
・
三
方
会
合
と
い
う
住
民
組
織
が
担
っ
て
い
た
（

3）。
神
宮
が
宇
治
・

山
田
の
住
民
に
何
か
を
告
知
す
る
場
合
に
は
、
神
宮
か
ら
宇
治
会
合
・
三
方
会
合
に

「
依
頼
」
す
る
形
で
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
方
で
伊
勢
神
宮
は
、
門
前
か
ら
地
理
的
に
離
れ
た
多
気
郡
の
地
に
、
斎
宮
村
、

上
野
村
、
有
爾
中
村
、
竹
川
村
、
平
尾
村
の
五
つ
の
村
か
ら
な
る
三
千
四
百
石
の

「
神
領
五
か
村
」
と
い
う
直
轄
領
を
有
し
て
い
た
。
こ
の
村
々
の
住
民
た
ち
は
、
伊

勢
神
宮
の
領
民
と
し
て
宇
治
・
山
田
や
そ
の
周
辺
農
村
の
触
穢
観
念
を
共
有
し
、
死

の
発
生
に
も
仏
教
式
の
葬
儀
で
は
な
く
「
速
懸
」
で
対
応
す
る
。
神
宮
の
祭
主
・
藤

波
氏
が
京
都
か
ら
伊
勢
に
下
る
時
に
、
潔
斎
の
機
能
を
持
つ
場
で
も
あ
っ
た
。
伊
勢

神
宮
は
こ
の
五
か
村
か
ら
収
納
す
る
年
貢
を
重
要
な
経
済
的
基
盤
と
し
て
お
り
、
両

宮
長
官
の
下
に
そ
れ
ぞ
れ
代
官
が
設
置
さ
れ
、
山
田
奉
行
の
上
位
行
政
権
を
受
け
容

れ
つ
つ
も
、
五
か
村
に
対
し
て
独
自
の
触
の
発
給
や
諸
役
の
賦
課
な
ど
の
権
限
を
行

使
し
た
。

度
会
郡
、
多
気
郡
、
飯
野
郡
は
「
神
三
郡
」
と
し
て
古
く
か
ら
伊
勢
神
宮
が
領
有

し
た
が
、
中
世
末
に
武
家
の
侵
略
を
受
け
、
ま
た
神
宮
門
前
町
の
宇
治
・
山
田
の
地

は
自
治
都
市
と
し
て
発
展
し
て
い
っ
た
。
近
世
統
一
政
権
は
、
宇
治
・
山
田
と
そ
の

周
辺
地
域
に
つ
い
て
は
宇
治
会
合
・
三
方
会
合
の
両
組
織
に
支
配
を
委
ね
、
事
実
上

の
幕
府
直
轄
都
市
と
し
た
。
こ
の
地
域
に
検
地
の
棹
が
入
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い

て
、
秀
吉
の
神
宮
崇
敬
の
念
に
帰
す
る
説
明
や
、
宗
教
的
勢
力
の
懐
柔
策
と
す
る
説

も
あ
る
が
、
神
宮
に
実
質
的
な
利
害
の
変
化
は
な
く
、
三
都
や
城
下
町
な
ど
と
同
様

の
都
市
恩
典
策
と
考
え
た
方
が
理
解
し
易
い
。
そ
し
て
神
三
郡
で
は
僅
か
に
残
っ
た

多
気
郡
の
領
地
を
神
宮
直
轄
領
と
し
て
追
認
し
（

4）、
他
は
諸
家
が
散
り
散
り
に
領

有
す
る
関
係
が
残
存
し
た
。
江
戸
時
代
中
期
以
降
に
は
、
神
領
五
か
村
を
紀
州
藩
領
、

鳥
羽
藩
領
、
津
藩
領
、
八
田
藩
領
、
西
条
藩
領
が
取
り
囲
む
よ
う
な
形
で
領
地
関
係

が
成
り
立
っ
て
い
る
（

5）。

さ
て
、
こ
う
し
て
多
気
郡
に
残
っ
た
神
宮
直
轄
領
＝
「
神
領
五
か
村
」
に
も
、
様
々

な
被
差
別
民
が
存
在
し
た
。
本
稿
は
、
神
宮
が
領
主
権
を
持
つ
地
に
お
け
る
被
差
別

民
の
特
性
（
そ
の
有
無
も
含
め
）
を
検
討
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。
宇
治
・
山
田

及
び
周
辺
農
村
の
被
差
別
民
と
の
異
同
や
、
直
轄
領
を
と
り
ま
く
諸
藩
領
の
被
差
別

民
と
の
関
係
、
ま
た
そ
れ
ら
の
時
期
的
な
変
化
に
留
意
し
て
検
討
す
る
が
、
神
宮
領

の
み
な
ら
ず
伊
勢
国
の
部
落
史
研
究
が
立
ち
後
れ
て
い
る
現
状
に
鑑
み
、
史
料
か
ら

判
明
す
る
事
実
を
出
来
う
る
限
り
確
定
し
て
い
く
こ
と
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。

一
、
神
宮
直
轄
領
の
被
差
別
民
の
成
立
と
役
割

１
、
非
人
集
落

一
七
世
紀
後
半
期
か
ら
一
八
世
紀
初
頭
ま
で
、
神
領
五
か
村
の
一
、
斎
宮
村
の
領

内
の
塚
山
と
い
う
と
こ
ろ
に
非
人
集
落
が
存
在
し
た
。
塚
山
と
は
現
在
の
斎
宮
歴
史

博
物
館
に
近
接
し
た
、
塚
山
古
墳
（
円
墳
と
方
墳
の
群
集
墳
）
と
し
て
知
ら
れ
る
小

丘
で
あ
る
。
斎
宮
村
の
本
郷
集
落
と
は
地
理
的
に
離
れ
て
お
り
、
鳥
羽
藩
領
の
坂
本

村
と
の
村
境
に
近
い
地
で
あ
っ
た
。

元
禄
一
五
（
一
七
〇
二
）
年
の
こ
と
、
山
田
の
拝
田
の
牢
に
収
監
さ
れ
、
山
田
奉

行
の
吟
味
を
受
け
て
い
た
長
四
郎
と
い
う
盗
賊
が
、
仲
間
で
あ
る
山
田
曽
祢
町
の
安

衛
門
と
権

八
が
斎
宮
村

塚
山
の
吉

蔵
宅
に

潜
ん
で

居
る
と
白

状
し
た
（

6）。
報

せ
を

受
け
た
神
宮
の
代
官
ら
は
、
山
田
奉
行
所
の
指
示
を
得
て
非
人
身
分
の
拝
田
の
者
を
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二
十
人
ば
か
り
召
し
連
れ
て
斎
宮
村
に
赴
く
。
斎
宮
村
庄
屋
と
共
に
吉
蔵
を
尋
問
す

る
が
、
吉
蔵
は
安
衛
門
や
権
八
と
は
旧
知
で
あ
る
こ
と
は
認
め
る
も
の
の
、
今
回
は

泊
め
て
は
居
な
い
と
嫌
疑
を
否
定
す
る
。
た
だ
、
安
衛
門
は
昨
今
は
伝
衛
門
と
名
前

を
変
え
、
坊
主
の
時
は
地
蔵
坊
と
名
乗
っ
て
い
た
と
述
べ
る
な
ど
容
疑
者
と
は
懇
意

の
様
子
で
、
直
ぐ
に
は
無
理
だ
が
日
数
を
掛
け
れ
ば
捕
ら
え
て
み
せ
る
、
と
も
答
え
た
。

神
宮
代
官
は
、
吉
蔵
が
以
前
に
も
盗
人
の
宿
を
し
た
こ
と
が
あ
る
事
実
を
把
握
し

て
警
戒
を
怠
ら
ず
、
庄
屋
た
ち
に
も
吉
蔵
を
見
張
る
よ
う
に
命
じ
た
。
調
べ
に
よ
れ

ば
、
お
尋
ね
者
の
一
人
・
権
八
は
山
田
鍛
冶
垣
外
の
住
人
で
あ
っ
た
が
、
少
し
前
に

「
旧
離
帳
」
に
付
け
ら
れ
、
無
宿
者
と
な
っ
て
い
た
。
代
官
は
、
こ
う
し
た
ア
ウ
ト

ロ
ー
集
団
と
吉
蔵
と
が
日
常
的
に
交
流
し
て
い
る
と
睨
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
同
時
に

山
田
奉
行
所
に
対
し
て
、
吉
蔵
及
び
塚
山
の
集
落
に
つ
い
て
報
告
し
て
い
る
。
ま
ず

吉
蔵
の
出
自
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

一
、
吉
蔵
出
生
ハ
山
田
西
世
古
ふ
と
じ
垣
外
ニ
而
、
親
も
吉
蔵
と
申
候
而
、
西

世
古
ニ
罷
有
候
内
ハ
瓦
屋
之
手
代
奉
公
致
候
、
其
後
ハ
大
間
社
之
向
ニ
家
を

求
、
さ
し
物
屋
を
仕
候
而
罷
有
候
、
其
節
ハ
吉
蔵
八
九
才
之
時
分
ニ
而
御
座

候
、
主
人
ハ
橋
村
織
部
ニ
而
御
座
候
、
其
後
熊
野
長
島
ニ
母
方
之
ば
ゝ
在
之

候
ニ
付
、
此
方
へ
参
両
親
同
吉
蔵
共
ニ
罷
有
候
、
其
後
不
仕
合
ニ
付
此
方
へ

立
帰
り
、
親
ハ
同
心
者
ニ
罷
成
は
い
ほ
川
原
ニ
而
相
果
申
候
、
其
後
吉
蔵
神

領
斎
宮
村
へ
罷
越
候
、
斎
宮
村
塚
山
ニ
住
宅
仕
候
、
廿
八
九
年
ニ
罷
成
候
、

只
今
吉
蔵
年
六
十
一
歳
ニ
罷
成
候

元
禄
一
五
年
当
時
に
吉
蔵
は
六
十
一
歳
で
あ
っ
た
か
ら
、
山
田
西
世
古
の
「
ふ
と

じ
垣
外
」
で
生
ま
れ
た
の
は
寛
永
一
七
（
一
六
四
一
）
年
頃
と
な
る
。
親
は
瓦
屋
の

手
代
奉
公
を
し
て
い
た
が
、
後
に
は
「
大
間
社
」
近
く
に
引
っ
越
し
、
指
物
屋
を
し

た
。
宇
治
・
山
田
の
町
で
は
一
般
の
者
は
神
官
身
分
の
者
と
主
従
関
係
を
結
ば
な
け

れ
ば
居
住
で
き
な
い
が
、
吉
蔵
家
の
主
人
は
橋
村
織
部
で
あ
っ
た
と
い
う
。
九
州
地

方
に
檀
家
の
多
い
外
宮
の
有
力
御
師
、
橋
村
大
夫
（
三
方
年
寄
家
）
の
一
族
で
あ
ろ

う
か
。
そ
の
後
吉
蔵
一
家
は
、
一
時
母
方
の
祖
母
の
実
家
で
あ
る
紀
伊
国
長
島
に
移

住
す
る
が
、
立
ち
行
か
ず
に
伊
勢
に
戻
る
。
親
が
「
同
心
者
ニ
罷
成
、
は
い
ほ
川
原

ニ
而
相
果
」
と
あ
る
の
は
、
通
常
の
死
で
は
な
く
一
家
が
身
分
を
落
と
す
原
因
で
あ
っ

た
こ
と
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
詳
細
は
分
か
ら
な
い
。
と
も
あ
れ
、
二

十
八
、
九
年
前
、
つ
ま
り

延
宝
元

［
／
寛

文
一

三
］
（
一
六
七

三
）
年
か
同
二
年
頃

に
斎
宮
村
に
移
住
し
、
塚
山
に
居
を
構
え
た
と
い
う
。

吉
蔵
に
は
妻
子
が
居
た
。
斎
宮
村
へ
移
住
後
に
形
成
さ
れ
た
家
族
で
あ
ろ
う
。
妻

は
斎
宮
村
に
接
す
る
同
じ
神
宮
直
轄
領
の
竹
川
村
出
生
で
四
十
六
歳
、
二
十
三
歳
の

女
子
な
つ
を
筆
頭
に
三
歳
の
男
子
「
小
坊
」
ま
で
二
男
四
女
を
も
う
け
て
い
る
。
塚

山
に
は
吉
蔵
一
家
の
ほ
か
、
六
十
六
歳
の
六

兵
衛
一
家
（

妻
と
一

男
二

女
）
、

他
に

後
家
を
当
主
と
す
る
家
が
二
家
（
一
家
は
後
家
と
娘
の
み
、
も
う
一
家
は
後
家
と
二

男
）
の
計
四
家
十
八
人
が
住
ん
で
い
た
が
、
こ
の
塚
山
の
四
軒
の
者
た
ち
に
関
す
る

神
宮
代
官
の
説
明
内
容
が
注
目
さ
れ
る
。

此
塚
山
之
者
共
ハ
何
れ
茂
乞
食
同
前
之
者
也
、
斎
宮
村
之
内
ニ
落
者
倒
者
等
有

之
候
節
者
、
此
塚
山
之
者
共
取
扱
仕
候
、
又
此
吉
蔵
ハ
斎
宮
村
之
番
等
相
勤
候

故
、
二
度
之
秋
ニ
村
中

�少
宛
米
く
れ
申
候
、
尤
此
者
共
共 （（
衍衍
ヵヵ
））田
地
も
作
り
候
、

両
宮
之
間
ニ
而
谷
拝
田
之
者
之
様
ニ
有
之
候

塚
山
の
集
落
は
、
斎
宮
村
の
一
分
郷
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
く
、
村
で
特
有
の
役

割
を
担
っ
て
い
た
。
吉
蔵
自
身
が
斎
宮
村
の
番
人
を
務
め
、
年
に
二
度
村
中
か
ら
施

米
を
受
け
て
い
た
が
、
同
時
に
塚
山
の
集
落
と
し
て
村
内
に
行
き
倒
れ
死
体
な
ど
が

あ
っ
た
時
に
取
り
片
付
け
る
役
を
負
っ
て
い
た
と
い
う
。
む
ろ
ん
村
落
に
お
け
る
番

人
の
役
務
と
し
て
一
般
的
に
見
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
神
宮
領
で
特
に
強
く
求

め
ら
れ
る
死
穢
を
除
去
す
る
役
割
を
、
集
落
と
し
て
担
っ
た
の
で
あ
る
。
神
宮
代
官

は
、
彼
ら
は
田
地
を
少
々
作
る
が
、
基
本
的
に
は
「
乞
食
同
前
」
で
、
伊
勢
の
非
人

塚本 明 近世伊勢神宮直轄領の被差別民について
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集
団
、
拝
田
・
牛
谷
の
者
と
同
様
の
存
在
で
あ
る
、
と
も
し
て
い
る
。

さ
て
、
吉
蔵
は
や
は
り
盗
人
に
関
わ
っ
た
罪
を
認
定
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
、
他
の

後
家
一
家
と
共
に
村
か
ら
追
放
の
処
分
を
受
け
た
。
山
田
奉
行
所
の
こ
の
処
分
は
神

宮
及
び
宇
治
会
合
・
三
方
会
合
に
伝
え
ら
れ
る
が
、
両
会
合
で
は
吉
蔵
た
ち
が
「
ゑ

つ
た
乞
食
之
事
ニ
候
故
」
と
い
う
理
由
で
、
宇
治
・
山
田
市
中
全
体
に
告
知
す
る
こ

と
は
な
く
、
牛
谷
・
拝
田
の
被
差
別
身
分
集
落
に
限
定
し
て
伝
達
し
て
い
る
。
彼
ら

は
、
役
割
か
ら
も
身
分
存
在
か
ら
も
「
穢
多
」
身
分
と
は
異
な
る
が
、
宇
治
・
山
田

の
非
人
集
団
と
は
確
か
に
共
通
の
性
格
を
持
っ
て
い
た
。

四
軒
あ
っ
た
塚
山
集
落
か
ら
二
家
族
が
追
放
さ
れ
た
訳
だ
が
、
残
り
の
二
家
族
も

塚
山
に
止
ま
る
こ
と
を
許
さ
れ
ず
、
「
本
郷
」
＝
斎
宮
村
の
集
落
へ
引
っ
越
す
こ
と

を
命
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
斎
宮
村
だ
け
で
な
く
、
同
じ
時
に
上
野
村
の
「
里
離
家
」

や
有
爾
中
村
の
「
新
在
家
」
九
軒
に
つ
い
て
も
同
様
の
指
示
が
あ
っ
た
。
村
の
集
落

か
ら
離
れ
、
村
役
人
の
目
の
届
か
な
い
地
が
犯
罪
者
ら
の
拠
点
と
な
る
こ
と
を
防
ぐ

た
め
の
措
置
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
斎
宮
村
の
塚
山
集
落
は
姿
を
消
す
こ
と
に
な
っ
た
が
、
塚
山
か
ら
移
住

し
た
者
は
斎
宮
村
の
「
本
郷
」
で
ど
の
よ
う
な
生
活
を
営
ん
だ
の
か
、
そ
し
て
死
体

処
理
や
村
の
番
人
な
ど
を
担
う
塚
山
集
落
の
役
割
は
誰
に
引
き
継
が
れ
た
の
か
を
跡

付
け
る
史
料
は
遺
さ
れ
て
い
な
い
。

２
、
村
の
番
人

神
宮
直
轄
領
の
番
人
に
つ
い
て
は
手
掛
か
り
が
少
な
い
が
、
竹
川
村
の
事
例
を
見

て
み
よ
う
（

7）。
安
永
八
（
一
七
七
九
）
年
段
階
で
竹
川
村
に
は
村
平
と
い
う
番
人

が
居
た
。
た
だ
し
竹
川
村
と
紀
州
藩
領
の
金
剛
坂
村
と
の
村
境
に
住
み
、
両
村
か
ら

扶
持
を
貰
い
、
両
村
の
番
人
を
兼
ね
る
と
い
う
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
五
月
、
隣

村
の
斎
宮
村
の
喜
兵
衛
と
い
う
者
が
、
盗
品
を
預
か
っ
た
嫌
疑
に
よ
り
、
代
官
を
通

し
て
山
田
奉
行
所
か
ら
の
召
喚
を
受
け
た
。
こ
の
時
に
山
田
奉
行
所
で
は
番
人
村
平

の
付
き
添
い
を
検
討
す
る
が
、
紀
州
藩
領
の
村
を
兼
帯
す
る
た
め
に
躊
躇
し
、
居
住

地
が
ど
ち
ら
の
領
地
な
の
か
を
問
う
て
き
た
。
竹
川
村
庄
屋
は
、
山
田
奉
行
所
か
ら

の
呼
び
出
し
に
は
い
つ
で
も
番
人
を
召
し
連
れ
て
参
上
す
る
旨
を
述
べ
て
い
る
。
犯

罪
の
嫌
疑
を
受
け
た
者
は
斎
宮
村
の
住
人
だ
が
、
所
属
村
と
は
関
係
な
く
、
神
宮
領

の
番
人
と
し
て
山
田
奉
行
・
神
宮
代
官
の
使
役
権
が
あ
る
の
か
否
か
が
問
題
に
な
っ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
村
平
は
、
事
情
は
分
か
ら
な
い
が
翌
年
一
月
二
五
日
に
「
番
人
仲
間
ニ
子
細

有
之
候
様

子
ニ

而
出

奔
」
し
た
旨
が
、
山
田
奉
行
所
に
届
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

「
番
人

仲
間
」
と
は
い
か
な
る

組
織
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
村
平
は

間
も
な
く
竹
川
村

に
戻
っ
て
来
た
よ
う
で
、
寛
政
七
（
一
七
九
五
）
年
に
は
再
び
竹
川
村
番
人
と
し
て

姿
を
見
せ
て
い
る
。
こ
の
年
の
八
月
に
牛
松
と
い
う
盗
賊
が
紀
州
藩
松
坂
領
下
村
の

番
人
・
伴
七
に
よ
っ
て
捕
ら
え
ら
れ
た
が
、
村
平
は
牛
松
が
神
宮
直
轄
領
で
も
盗
み

を
働
い
た
と
の
情
報
を
伴
七
か
ら
得
、
伴
七
方
に
赴
き
牛
松
を
「
吟
味
」
し
た
と
こ

ろ
、
竹
川
村
で
衣
類
な
ど
を
盗
ん
だ
こ
と
を
白
状
し
た
。

こ
の
時
の
措
置
が
不
十
分
だ
っ
た
と
し
て
、
村
平
は
神
宮
の
代
官
に
詫
状
を
出
し

て
い
る
。
村
平
は
伴
七
を
訪
ね
た
際
、
伴
七
自
身
は
不
在
で
「
松
坂
番
人
頭
」
の
高

町
村
（
高
町
屋
村
）
新
五
郎
が
居
合
わ
せ
た
が
、
当
座
の
挨
拶
の
み
で
、
牛
松
の
吟

味
が
済
ん
で
落
着
し
た
な
ら
ば
知
ら
せ
て
く
れ
る
よ
う
に
と
依
頼
す
る
こ
と
を
失
念

し
た
。
そ
の
こ
と
に
気
付
き
、
翌
日
に
谷
村
（
紀
州
藩
田
丸
領
）
番
人
の
長
兵
衛
を

伴
七
方
へ
「

遣
」
わ
し
た
が
、
「

其
儀
者

御
上
之
事
故

我
々

江
者

難
相
知
」
と

拒
絶

さ
れ
、
ま
た
そ
の
こ
と
を
庄
屋
に
報
告
す
る
こ
と
も
怠
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
伴
七

方
江
駈
合
者
遅
ク
候
共
、
兼
々
私
共
仲
間
江
頼
置
、
先
々
江
手
を
廻
し
置
、
御
払
ニ

も
相
成
候
ハ
ゝ
早
速
捕
へ
可
申
処
」
を
手
遅
れ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
謝
罪
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
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事
件
の
経
緯
は
と
も
か
く
、
村
平
が
下
村
や
谷
村
の
番
人
、
松
坂
の
「
番
人
頭
」

と
顔
見
知
り
で
情
報
交
換
も
密
に
行
っ
て
い
る
こ
と
、
紀
州
藩
領
谷
村
の
番
人
を
松

坂
へ
「
派
遣
」
す
る
と
い
う
関
係
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
最
後
に
引
用
し
た
部

分
に
見
え
る
「
私
共
仲
間
」
と
は
、
村
平
自
身
を
含
め
、
こ
こ
で
登
場
す
る
番
人
た

ち
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
村
平
が
兼
任
す
る
金
剛
坂
村
が

紀
州
藩
領
で
あ
る
こ
と
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
金
剛
坂
村
と
谷
村
は
同

じ
紀
州
藩
領
で
も
田
丸
領
で
あ
り
、
松
坂
領
の
下
村
、
高
町
屋
村
と
は
領
主
支
配
の

系
統
を
異
に
し
て
い
る
。
ま
た
詫
状
は
あ
く
ま
で
神
宮
領
竹
川
村
の
番
人
と
し
て
神

宮
代
官
に
対
し
て
出
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
領
地
編
成
と
は
別
個
に
、
多
気
郡
か
ら

飯
高
郡
に
か
け
て
の
範
囲
で
非
人
仲
間
集
団
（
番
人
仲
間
）
が
存
在
し
、
そ
こ
か
ら

村
々
へ
番
人
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
関
係
を
想
定
し
て
も
良
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（

8）。

３
、「

穢
多
」
の
移
住
集
落

多
気
郡
の
神
領
五
か
村
の
う
ち
、
斎
宮
村
と
有
爾
中
村
に
は
「
穢
多
」
集
落
が
存

在
し
た
。
こ
の
集
落
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
成
立
し
た
の
か
を
伺
わ
せ
る
一
次
史
料

は
な
い
。
斎
宮
村
の
「
穢
多
」
集
落
は
一
定
の
斃
牛
馬
処
理
権
を
有
し
た
が
、
近
世

社
会
一
般
の
武
家
領
で
見
ら
れ
る
皮
革
需
要
に
基
づ
く
領
主
編
成
と
い
う
こ
と
は
神

宮
領
と
い
う
特
質
か
ら
考
え
ら
れ
な
い
し
、
次
項
で
言
及
す
る
「
さ
さ
ら
」
の
如
く
、

起
源
が
前
代
に
遡
る
芸
能
・
宗
教
者
的
存
在
で
も
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

斎
宮
村
の
庄
屋
文
書
に
含
ま
れ
る
後
代
の
記
録
（

9）に
よ
れ
ば
、
同
村
の
「
穢
多
」

集
落
は
貞
享
四
（
一
六
八
七
）
年
二
月
に
、
紀
州
藩
田
丸
領
谷
村
か
ら
数
家
が
斎
宮

村
内
の
畑
地
に
移
住
し
て
来
る
こ
と
で
成
立
し
、
そ
の
後
、
次
第
に
家
が
増
え
て
い
っ

た
の
だ
と
い
う
。
移
住
は
両
村
の
村
役
人
同
士
の
正
式
な
手
続
き
を
経
て
行
わ
れ
た

と
し
、
田
丸
領
の
奉
行
や
山
田
奉
行
の
承
認
が
あ
っ
た
こ
と
も
匂
わ
せ
る
。
こ
の
時

の
移
住
を
直
接
的
に
裏
付
け
る
史
料
は
見
出
せ
な
い
も
の
の
、
後
に
検
討
す
る
斃
牛

馬
処
理
権
を
め
ぐ
る
関
係
文
書
で
も
谷
村
と
の
つ
な
が
り
は
濃
厚
に
認
め
ら
れ
、
近

隣
の
他
の
「
穢
多
」
集
落
も
含
め
、
近
世
前
期
に
谷
村
を
起
点
と
し
て
各
地
に
移
住

す
る
形
で
広
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
彼
ら
の
檀
那
寺
は
、
谷
村
や
近
隣
の

「
穢
多
」
集
落
と
同
様
に
、
い
ず
れ
も
中
南
勢
地

域
（
一
部
紀

北
に
も
及
ぶ
）
に
お
け

る
被

差
別
身
分
の
者
た
ち
の
信

仰
を
集
め
た
、
松
坂

大
黒
田
村
の
善

覚
寺
で
あ
っ
た
。

斎
宮
村
内
の
「
穢
多
」
集
落
は
、
近
世
後
期
に
は
家
数
十
数
軒
、
七
十
数
人
の
規

模
と
な
り
、
ま
た
五
十
五
石
、
あ
る
い
は
八
十
石
ほ
ど
の
持
ち
高
を
有
し
た
。
こ
の

こ
と
は
神
宮
も
「
穢
人
共
も
既
ニ
太
神
宮
領
御
朱
印
地
之
内
高
預
り
致
作
得
」
と
い

う
表
現
で
認
識
し
て
い
る
（

10）。
神
宮
直
轄
領
の
村
で
は
、
「
神
宮
領
」
と
し
て
ひ
と

く
く
り
に
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
書
類
上
は
両
神
宮
長
官
、
祭
主
、
慶
光
院
以
下
個
々

の
神
官
に
至
る
ま
で
の
多
数
の
給
人
に
土
地
も
領
民
も
分
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て

彼
ら
「
穢
多
」
身
分
の
人
別
も
、
彼
ら
が
耕
作
す
る
土
地
も
、
そ
の
い
ず
れ
か
に
属

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
行
政
支
配
や
年
貢
出
納
は
、
基
本
的
に
は
長
官
配

下
の
代
官
に
よ
っ
て
一
括
し
て
行
わ
れ
て
い
た
。

村
に
と
っ
て
「
穢
多
」
集
落
は
い
か
な
る
存
在
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
伊
勢
参
宮

街
道
が
通
る
こ
の
地
域
は
、
人
・
荷
物
の
運
搬
や
旅
人
向
け
の
飲
食
物
販
売
な
ど
が

盛
ん
で
、
農
業
を
捨
て
て
賃
稼
ぎ
に
出
、
米
を
買
っ
て
年
貢
を
納
め
る
こ
と
も
行
わ

れ
た
。
必
然
的
に
田
畑
は
荒
れ
気
味
に
な
り
、
神
宮
も
こ
れ
を
問
題
視
す
る
が
、
街

道
稼

ぎ
の
奉

公
人
需
要
が
高
い
た
め
田
畑
を
耕
す

労
働

力
は

不
足
し
て
い
た
（

11）。

天
保
三
（
一
八
三
二
）
年
四
月
に
神
宮
代
官
に
宛
て
た
願
書
の
な
か
で
斎
宮
村
庄
屋

た
ち
は
、
「
穢
多
」
集
落
の
者
た
ち
に
つ
い
て
「

当
村
田
畑
も

余
程

先
年

�作
舞

為

致
」
と
し
、
村
内
の
田
畑
耕
作
を

維
持
す
る
上
で
の

必
要

性
を

指
摘
し
て
い
る
（

12）。

さ
ら
に
庄
屋
た
ち
は
、
彼
ら
が
「
諸
事
村
方
之
用
向
等
も
相
勤
来
」
と
す
る
。
残
念

な
が
ら
「
村
方
之
用
向
」
の
具
体
的
な
内
容
は
記
さ
れ
な
い
が
、
文
脈
上
、
村
内
の

斃
牛
馬
処
理
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
先
に
見
た
塚
山
の
非
人
集
落
が
元
禄
一
五
（
一
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七
〇
二
）
年
に
解
体
し
、
ま
た
斎
宮
村
内
に
は
次
項
で
触
れ
る
「
さ
さ
ら
説
教
」
身

分
の
者
は
居
ら
ず
、
ま
た
近
世
中
期
以
降
に
番
人
の
存
在
が
確
認
で
き
な
い
こ
と
か

ら
、
あ
る
い
は
こ
の
「
穢
多
」
集
落
が
、
死
穢
を
引
き
受
け
る
役
割
を
担
っ
た
こ
と

も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
点
で
留
意
し
た
い
の
は
、
神
宮
の
長
官
家
に
死
者
が
出
た
場
合
に
、「
速
懸
」

の
「
土
掛
役
」
が
直
轄
領
農
村
に
賦
課
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
宇
治
・
山
田
で
は
、

最
終
的
に
死
の
穢
れ
に
接
す
る
「
土
掛
役
」
（
墓
穴
堀
も
含
む
）
は
非
人
集
団
た
る

拝
田
・
牛
谷
が
行
う
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
初
期
に
は
死
者
が
有
力
者
で
あ
っ

た
場
合
は
そ
の
家
来
が
死
穢
を
引
き
受
け
、
こ
の
役
を
担
う
事
例
が
見
ら
れ
た
。
神

宮
長
官
家
が
「
土
掛
役
」
を
、
宇
治
・
山
田
の
専
業
者
、
拝
田
・
牛
谷
の
民
に
金
銭

で
委
ね
る
の
で
は
な
く
、
人
格
的
に
支
配
を
及
ぼ
す
直
轄
領
の
領
民
に
担
わ
せ
た
の

は
、
速
懸
の
本
来
の
あ
り
方
に
沿
っ
た
も
の
で
も
あ
る
。

天
明
二
（
一
七
八
二
）
年
八
月
、
内
宮
の
長
官
名
代
・
薗
田
頼
母
助
家
で
不
幸
が

あ
っ
た
際
に
、
斎
宮
村
庄
屋
の
友
五
郎
の
も
と
へ
次
の
よ
う
な
書
状
が
届
い
た
（

13）。

口
演

当
方
喜
代
子
御
病
気
之
処
、
及
大
切
候
間
、
明
十
四
日
九
ツ
時
ま
で
ニ
土
掛
か

ぶ
之
者
壱
人
罷
越
候
様
御
申
付
可
給
候
、
為
其
如
此
ニ
候
、
以
上

八
月
十
三
日

薗
田
頼
母
助
役
人

斎
宮
村
友
五
郎

庄
屋
の
友
五
郎
は
早
速
承
知
す
る
旨
の
返
書
を
送
り
、
翌
日
に
百
姓
一
人
を
送
る

が
、
「
併
シ
土
掛
株
と
申
者
者
無
御
座
候
、
是
迄
御
用
之
節
者
百
姓
之
内
を
見
立
差

上
候
義
ニ
御
座
候
、
左
様
ニ
思
召
可
被
下
候
」
と
し
て
い
る
。
右
の
文
書
で
神
宮
側

は
、
「
土
掛
株
」
と
い
う
特
定
の
身
分
存
在
を
想
定
し
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
斎
宮

村
で
は
そ
れ
を
否
定
し
た
。
だ
が
、
文
化
七
（
一
八
一
〇
）
年
十
月
に
内
宮
経
高
長

官
が
死
去
し
、
文
化
十
年
七
月
に
や
は
り
内
宮
の
佐
八
長
官
が
死
去
し
た
際
に
「
土

掛
人
」
と
し
て
送
ら
れ
た
の
は
、
共
に
斎
宮
村
の
久
吉
と
い
う
者
で
あ
っ
た
（

14）。

そ
し
て
、
「
速
懸
」
の
野
辺
送
り
と
い
う
事
実
上
の
葬
儀
に
、
神
領
五
か
村
で
は
村

役
人
を
始
め
村
々
の
有
力
者
が
参
列
し
て
い
る
の
だ
が
、
出
役
し
た
者
が
不
明
の
天

明
二
年
時
を
含
め
、
い
ず
れ
も
「
土
掛
役
」
は
五
か
村
の
な
か
で
斎
宮
村
に
対
し
て

の
み
、
求
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
久
吉
が
「
穢
多
」
身
分
の
者
で
あ
っ
た
確
証
は
な
い
。
だ
が
、
宇
治
・
山
田

と
同
様
に
触
穢
の
禁
忌
規
定
を
共
有
す
る
神
宮
直
轄
領
に
お
い
て
、
百
か
日
の
穢
れ

を
伴
う
「
土
掛
役
」
を
一
般
の

住
民
が
引
き
受
け
る
で
あ
ろ
う
か
。
「
土
掛
株
」
と

い
う
称
呼
は
な
い
に
せ
よ
、
神
宮
領
た
る
こ
の
地
で
行
わ
れ
た
「
速
懸
」
の
「
土
掛

役
」
は
当
地
の
被
差
別
民
が
担
い
、
そ
し
て
こ
れ
も
斎
宮
村
の
庄
屋
が
言
う
と
こ
ろ

の
「
諸
事
村
方
之
用
向
等
」
に
含
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

４
、
さ
さ
ら
説
教
者

簡
素
な
竹
製
の
楽
器
（
こ
れ
自
体
も
「
さ
さ
ら
」
と
呼
ぶ
）
を
打
ち
鳴
ら
し
つ
つ

踊
る
「
さ
さ
ら
」
は
、
芸
能
民
と
し
て
、
ま
た
説
教
節
を
謡
う
宗
教
者
で
も
あ
る
面

が
注
目
を
集
め
、
歴
史
学
以
外
に
国
文
学
や
芸
能
史
研
究
の
な
か
で
も
取
り
上
げ
ら

れ
て
き
た
（

15）。
太

閤
検

地
帳
に
「
さ
さ
ら
」
の

肩
書
き
が

記
さ
れ
る
こ
と
か
ら

成

立
は
前
代
に
遡
り
、
中
世
の
神
宮
領
に
淵
源
を
持
つ
唱
門
師
念
仏
聖
系
の
賤
民
身
分

で
あ
る
と
の
指
摘
も
あ
る
（

16）。

伊
勢
国
内
に
は
北
か
ら
南
ま
で
十
二
郡
の
村
々
に
領
地
と
は
無
関
係
に
見
ら
れ
、

小
規
模
な
被
差
別
部
落
が
散
在
す
る
三
重
県
の
部
落
史
を
特
徴
付
け
る
存
在
で
も
あ

る
。
鉢
叩
き
や
茶
筅
、
陰
陽
師
、
言
祝
ぎ
な
ど
の
属
性
を
も
有
し
た
が
、
近
世
段
階

で
は
地
域
に
よ
っ
て
、
特
に
領
主
の
政
策
に
よ
る
規
定
を
受
け
、
そ
の
性
格
は
異
な
っ

て
い
く
。

伊
勢
神
宮
門
前
町
の
宇
治
・
山
田
に
は
、
間
の
山
と
い
う
歓
楽
街
で
さ
さ
ら
を
持
っ
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て
参
宮
客
を
相
手
に
芸
を
見
せ
、
銭
を
乞
う
者
た
ち
が
居
た
が
、
彼
ら
は
拝
田
・
牛

谷
と
い
う
非
人
集
団
に
属
し
て
い
た
。
紀
州
藩
田
丸
領
、
特
に
田
丸
城
に
近
い
田
丸

町
、
勝
田
村
、
上
地
村
に
は
延
享
二
（
一
七
四
五
）
年
段
階
で
四
十
名
も
の
さ
さ
ら

が
居
り
、
彼
ら
は
田
丸
城
の
掃
除
役
や
牢
屋
敷
の
番
役
、
罪
人
処
刑
時
の
諸
役
を
担
っ

た
。
津
藩
の
さ
さ
ら
も
、
城
内
の
掃
除
役
や
刑
場
・
牢
獄
に
関
す
る
役
務
を
担
っ
て

い
た
。
た
だ
し
、
津
藩
の
さ
さ
ら
は
、
穢
多
身
分
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
っ
た
と
も
言
わ

れ
（

17）、
南
勢
地
方
に
散
在
す
る
さ
さ
ら
と
は
実
態
を
異
に
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

彼
ら
を
統
括
し
た
の
は
、
音
曲
を
奏
じ
る
者
た
ち
の
信
仰
を
集
め
た
近
江
国
三
井

寺
近
松
寺
の
別
当
・
蝉
丸
宮
で
あ
り
、
伊
勢
国
だ
け
で
な
く
畿
内
近
国
の
同
身
分
の

者
た
ち
は
、
近
松
寺
の
例
祭
時
に
参
拝
し
、
近
松
寺
執
行
職
の
代
替
時
に
も
寺
に
登

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。

さ
さ
ら
身
分
の
者
た
ち
に
転
機
が
訪
れ
た
の
は
、
正
徳
三
（
一
七
一
三
）
年
の
こ

と
で
あ
る
。
近
松
寺
は
伊
勢
国
内
の
さ
さ
ら
た
ち
に
廻
状
を
送
り
、
「
不
浄
穢
ら
わ

し
き
職
」
や
村
の
番
人
役
を
停
止
し
、
「
説
教
者
」
と
し
て
の
勤
め
に
専
念
す
る
べ

き
こ
と
を
命
じ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
拝
田
・
牛
谷
の
民
は
、
そ
れ
で
は
渡
世
を
維
持

で
き
な
い
と
の
理
由
で
説
教
者
の
方
を
止
め
、
近
松
寺
の
支
配
か
ら
脱
し
て
賤
民
身

分
に
留
ま
る
こ
と
を
選
び
、
一
方
、
紀
州
藩
田
丸
領
の
さ
さ
ら
た
ち
は
牢
獄
管
理
や

罪
人
の
処
刑
役
、
警
備
役
な
ど
の
免
除
と
、
そ
れ
ら
を
穢
多
身
分
の
者
に
負
わ
せ
る

べ
き
こ
と
を
藩
に
出
願
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
元
々
同
じ
さ
さ
ら
身
分
で
あ
っ
た
者
た

ち
は
、
「
説
教
者
」
と
「
穢
人
」
に
分
岐
し
た
と
い
う
。
だ
が
、
別
稿
で
明
ら
か
に

し
た
通
り
拝
田
・
牛
谷
の
民
は
さ
さ
ら
と
し
て
の
属
性
を
捨
て
た
訳
で
は
な
く
、
そ

し
て
紀
州
藩
領
の
さ
さ
ら
た
ち
が
被
賤
視
か
ら
免
れ
た
訳
で
も
な
い
（

18）。
ま
た
、

拝
田
の
者
た
ち
が
近
松
寺
の
誘
い
を
受
け
な
か
っ
た
の
は
、
田
丸
領
の
さ
さ
ら
た
ち

と
は
異
な
り
農
地
の
所
有
が
な
く
、
生
計
を
立
て
る
上
で
や
む
を
得
ず
賤
民
身
分
に

留
ま
っ
た
と
さ
れ
る
が
（

19）、
こ
れ
も
不
十
分
な
説
明
で
あ
ろ
う
。
拝
田
・
牛
谷
の

民
た
ち
の
生
業
実
態
か
ら
す
れ
ば
、
近
松
寺
の
支
配
を
受
け
て
脱
賤
化
を
目
指
す
理

由
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

神
宮
門
前
町
の
拝
田
・
牛
谷
の
民
と
紀
州
藩
田
丸
領
の
さ
さ
ら
と
の
違
い
は
、
実

質
的
に
は
近
松
寺
の
支
配
の
有
無
と
、
「
説
教
者
」
の
呼
称
を
用
い
る
か
否
か
の
違

い
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
神
宮
門
前
町
と
は
地
理
的
に
離
れ
、
む
し
ろ
紀
州
藩
田

丸
領
の
村
々
と
日
常
的
な
生
活
圏
を
共
有
す
る
神
宮
直
轄
領
の
さ
さ
ら
が
、
近
松
寺

の
働
き
掛
け
に
い
か
な
る
対
応
を
と
っ
た
の
か
は
、
次
章
三
節
で
検
討
す
る
。

二
、
役
負
担
と
身
分
特
権

１
、
田
丸
役
所
掃
除
料
を
巡
る
争
論

安
永
九
（
一
七
八
〇
）
年
一
〇
月
一
九
日
の
夜
九
つ
時
、
斎
宮
村
の
「
穢
多
」
集

落
に
住
む
清
七
方
へ
、
有
爾
中
村
の
「
穢
多
」
二
名
と
、
紀
州
藩
田
丸
領
谷
村
、
妙

法
寺
村
、
中
須
村
の
「
穢
多
」
た
ち
三
十
人
余
り
が
押
し
寄
せ
、
内
側
か
ら
三
方
の

戸
を
閉
め
て
集
団
で
清
七
を
打
擲
す
る
と
い
う
事
件
が
発
生
し
た
（

20）。
清
七
の
妻

子
は
「
人
殺
し
」
と
叫
び
、
火
事
の
発
生
か
と
思
っ
た
仲
間
の
者
や
斎
宮
村
の
村
人

た
ち
も
駆
け
付
け
る
騒
ぎ
と
な
っ
た
。
清
七
は
し
ば
ら
く
床
に
臥
す
こ
と
に
な
る
が
、

一
〇
月
末
に
は
仲
間
た
ち
十
二
名
で
庄
屋
に
訴
え
、
庄
屋
か
ら
神
宮
代
官
に
訴
訟
が

な
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
十
二
名
は
、
当
時
の
「
穢
多
」
集
落
の
家
長
全
員
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
清
七
は
仲
間
の
「
頭
分
」
の
一
人
で
あ
っ
た
。

近
隣
の
有
爾
中
村
と
の
間
だ
け
な
ら
ば
と
も
か
く
、
紀
州
藩
領
の
三
か
村
か
ら
深

夜
に
三
十
人
も
が
参
加
す
る
と
い
う
の
は
尋
常
な
事
態
で
は
な
い
。
襲
っ
た
側
の
憤

り
の
強
さ
が
伺
え
る
し
、
斎
宮
村
側
の
対
応
か
ら
も
、
清
七
に
対
す
る
個
人
的
な
恨

み
か
ら
の
襲
撃
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
。

神
宮
代
官
が
長
官
機
構
に
説
明
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
清
七
を
襲
っ
た
者
た
ち
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は
「
田
丸
役
所
掃
除
料
之
事
」
に
つ
い
て
申
し
合
わ
せ
て
居
た
と
い
う
。
吟
味
を
受

け
た
有
爾
中
村
の
二
人
は
、
「
掃
除
料
を
渡
し
不
申
候
清
七
、
は
だ
ぬ
き
ニ
か
ゝ
り

候
間
」、
紛
争
に
及
ん
だ
と
し
て
い
る
。

「
田
丸
役
所
掃
除
料
」
と
は
、
さ
さ
ら
身
分
に
賦
課
さ
れ
て
い
た
「
田
丸
城
掃
除

役
」
と
同
じ
も
の
で
あ
ろ
う
。
近
松
寺
の
後
押
し
を
受
け
て
紀
州
藩
田
丸
領
の
さ
さ

ら
た
ち
は
、
説
教
者
と
し
て
「
不
浄
穢
ら
わ
し
い
役
」
を
免
れ
た
い
と
し
、
そ
れ
ら

の
役
を
「
穢
多
」
身
分
の
者
が
代
替
す
べ
き
と
主
張
し
た
。
こ
こ
で
言
う
「
不
浄
穢

ら
わ
し
い
役
」
と
は
、
牢
屋
敷
の
管
理
、
罪
人
の
拷
問
・
処
罰
に
関
わ
る
役
や
、
村

か
ら
求
め
ら
れ
る
行
き
倒
れ
死
体
の
処
理
な
ど
を
指
し
、
田
丸
城
の
掃
除
役
自
体
は

「
穢
敷
」
役
と
は
見
な
さ
れ
な
か
っ
た
の
だ
が
（

21）、
代
銭
納
化
さ
れ
一
括
し
て
「
田

丸
城
掃
除
役
」
と
称
さ
れ
た
可
能
性
は
あ
る
。

と
ま
れ
、
そ
の
紀
州
藩
の
田
丸
城
に
関
す
る
役
務
が
、
な
ぜ
神
宮
領
で
あ
る
斎
宮

村
の
「
穢
多
」
身
分
の
者
た
ち
と
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
隣
村
の
神
宮

領
・
有
爾
中
村
の
対
応
を
見
る
と
、
彼
ら
は
こ
の
役
銭
を
支
払
っ
て
い
る
こ
と
は
間

違
い
な
い
。
考
え
ら
れ
る
理
由
と
し
て
は
、
先
に
斎
宮
村
の
事
例
で
見
た
よ
う
に
、

神
宮
領
の
「
穢
多
」
集
落
が
田
丸
領
の
谷
村
な
い
し
は
そ
の
周
辺
に
起
源
を
持
ち
、

移
住
後
も
同
じ
身
分
組
織
と
し
て
の
つ
な
が
り
を
維
持
し
て
い
た
た
め
か
、
次
節
で

検
討
す
る
斃
牛
馬
処
理
権
な
ど
何
ら
か
の
身
分
特
権
と
関
わ
る
ゆ
え
の
こ
と
で
あ
ろ

う
。こ
の
事
件
に
関
し
て
斎
宮
村
か
ら
の
届
を
受
け
た
神
宮
は
、
内
々
に
山
田
奉
行
所

に
相
談
す
る
が
、「
他
領
之
掛
り
」、
つ
ま
り
紀
州
藩
領
の
者
に
も
関
わ
る
ゆ
え
神
宮

だ
け
で
は
解
決
で
き
な
い
と
の
判
断
か
ら
、
正
式
に
訴
え
て
来
る
よ
う
に
と
伝
え
る
。

一
二
月
一
三
日
に
両
宮
長
官
名
代
と
両
宮
代
官
か
ら
山
田
奉
行
所
に
願
書
が
提
出
さ

れ
る
が
、
そ
の
後
、
伊
勢
の
藤
倉
村
の
善
慶
寺
と
松
坂
の
善
覚
寺
が
調
停
に
入
り
、

結
局
有
爾
中
村
他
四
か
村
三
十
三
名
が
連
印
で
斎
宮
村
に
対
し
乱
暴
狼
藉
を
詫
び
、

以
後
の
「
和
熟
」
を
誓
約
す
る
こ
と
で
決
着
を
見
た
。
「
田
丸
役
所
掃
除
料
」
が
ど

う
な
っ
た
の
か
は
、
残
念
な
が
ら
判
明
し
な
い
。

２
、
斃
牛
馬
処
理
権
を
巡
る
争
論

近
世
社
会
で
は
一
般
的
に
、
「
穢
多
」
身
分
の
者
が
死
ん
だ
牛
馬
を
無
償
で
引
き

取
り
、
皮
革
を
活
用
す
る
権
利
を
有
し
た
。
先
行
研
究
に
学
べ
ば
、
こ
れ
は
「
穢
多
」

（「
皮
多
」）
の
身
分
的
特
権
で
あ
り
、
権
利
を
持
つ
範
囲
（
草
場
、
芝
）
は
「
穢
多
」

村
ご
と
に
定
め
ら
れ
、
か
つ
そ
れ
は
一
般
村
の
意
向
と
は
無
関
係
に
「
穢
多
」
村
同

士
で
決
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
全
て
の
住
民
が
権
利
を
有
し
た
訳
で
は
な
く
、

「
株
」
を
持
た
な
い
者
は
排
除
さ
れ
て
い
た
。

伊
勢
国
の
斃
牛
馬
処
理
権
に
つ
い
て
は
史
料
が
乏
し
く
解
明
が
遅
れ
て
い
る
が
、

部
落
問
題
研
究
所
が
編
纂
し
、
主
に
県
別
に
部
落
史
の
概
略
が
記
さ
れ
た
『
部
落
の

歴
史
近
畿
編
』
の
「
三
重
」
に
お
い
て
、
天
保
三
（
一
八
三
二
）
年
に
斎
宮
村
を

舞
台
に
発
生
し
た
斃
牛
馬
処
理
権
を
巡
る
紛
争
事
件
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
典
拠
と

す
る
「
斎
宮
村
四
郷
死
牛
馬
芝
一
件
并
駈
合
之
控
」
が
い
ず
れ
の
史
料
な
の
か
明
記

さ
れ
て
い
な
い
た
め
検
証
で
き
な
い
の
だ
が
、
概
略
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

当
初
、
斎
宮
村
域
の
斃
牛
馬
処
理
権
は
、
隣
接
す
る
鳥
羽
藩
領
佐
田
村
の
「
穢
多
」

身
分
の
者
が
持
っ
て
い
た
。
だ
が
斎
宮
村
で
は
困
窮
し
た
「
穢
多
」
集
落
へ
の
助
成

を
目
的
と
し
て
、
自
村
の
「
穢
多
」
身
分
の
者
に
処
理
権
を
与
え
よ
う
と
す
る
。
文

政
一
二
（
一
八
二
九
）
年
に
佐
田
村
に
対
し
て
、
処
理
権
の
「
支
配
替
」
を
一
方
的

に
通
告
し
た
と
こ
ろ
、
既
得
権
を
守
ろ
う
と
す
る
佐
田
村
は
こ
れ
に
抗
議
し
、
鳥
羽

藩
の

添
翰
を

得
て
山
田
奉
行
所
に
訴
え
た
。

史
料
が

示
す

経
緯
は
こ
こ
ま
で
で
、

「
三
重
」
の

執
筆
者
は
、

江
戸

時
代
の
後

期
に
は

庄
屋
ら
村
役
人
が

芝
権
に
介
入
し

て
来
る
こ
と
を

注
目
し
つ
つ
も
、
「
近
世
を
通
じ
て

幕
府
権

力
は
近
世
的
斃
牛
馬
処

理
権
の
原
則
を
変
更
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
前
圭
一
氏
の
指
摘
を
引
用
し
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て
、
斎
宮
村
の
斃
牛
馬
処
理
権
は
佐
田
村
の
「
穢
多
」
に
戻
さ
れ
た
も
の
、
と
推
測

し
て
い
る
。

だ
が
、
こ
の
事
件
の
結
末
は
そ
う
で
は
な
く
、
ま
た
紛
争
自
体
が
斎
宮
村
と
佐
田

村
と
の
二
か
村
同
士
の
争
い
に
留
ま
ら
ず
、
先
の
田
丸
城
掃
除
役
に
関
す
る
騒
動
と

同
様
に
紀
州
藩
領
の
「
穢
多
」
仲
間
ら
を
巻
き
込
ん
だ
大
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
。

以
下
、
神
宮
文
庫
な
ど
に
残
さ
れ
た
史
料
か
ら
、
「
穢
多
」
仲
間
の
機
能
と
村
共
同

体
の
論
理
と
の
対
立
、
神
宮
領
村
内
に
お
け
る
「
穢
多
」
身
分
の
位
置
付
け
に
留
意

し
つ
つ
、
事
件
の
経
緯
を
整
理
し
た
い
。

右
の
紛
争
以
前
に
こ
の
地
域
の
斃
牛
馬
処
理
権
の
所
有
関
係
が
ど
の
よ
う
な
歴
史

的
変
遷
を
辿
っ
た
の
か
は
、
斎
宮
村
の
庄
屋
文
書
（

22）
に
残
さ
れ
る
旧
記
や
由
緒
か

ら
見
る
し
か
な
い
。
貞
享
年
中
に
紀
州
藩
領
谷
村
か
ら
数
軒
の
「
穢
多
」
身
分
の
者

が
斎
宮
村
に
移
住
し
た
際
、
別
所
、
相
可
、
下
田
辺
、
上
田
辺
、
野
篠
、
田
宮
寺
、

勝
田
、
牧
戸
、
棚
橋
の
紀
州
藩
田
丸
領
九
か
村
の
村
域
に
お
け
る
「
死
馬
」
を
取
得

す
る
権
利
を
、
谷
村
か
ら
分
け
与
え
ら
れ
た
と
言
う
。
だ
が
当
初
は
斎
宮
村
へ
の
移

住
も
少
数
で
、
そ
れ
に
対
し
て
こ
れ
だ
け
の
村
数
に
つ
い
て
権
利
を
分
与
さ
れ
た
と

い
う
の
は
信
じ
が
た
い
。
文
政
一
二
（
一
八
二
九
）
年
段
階
で
は
、
こ
の
時
点
か
ら

五
十
年
ほ
ど
前
に
は
谷
村
が
権
利
を
取
り
戻
し
て
い
た
と
し
て
お
り
、
貞
享
年
間
の

権
利
譲
渡
云
々
は
、
恐
ら
く
は
斎
宮
村
側
が
交
渉
を
有
利
に
す
る
た
め
に
作
り
上
げ

た
「
史
実
」
で
は
な
か
ろ
う
か
。
斎
宮
村
側
は
こ
の
時
期
に
谷
村
側
と
交
渉
し
て
、

隣
接
す
る
神
宮
領
上
野
村
に
つ
い
て
、
谷
村
が
保
持
し
て
い
た
死
馬
の
処
理
権
を
譲

り
受
け
て
い
る
（

23）。
斎
宮
村
で
は
、
自
村
の
被
差
別
民
の
困
窮
・
難
渋
を
理
由
に

谷
村
と
交
渉
し
た
と
す
る
が
、
そ
れ
に
並
行
し
て
佐
田
村
側
が
所
持
し
て
い
た
斎
宮

村
域
の
処
理
権
に
つ
い
て
も
奪
い
取
ろ
う
と
試
み
た
訳
で
あ
る
。

文
政
一
一
年
末
に
斎
宮
村
の
庄
屋
衆
（
村
内
で
四
郷
に
分
か
れ
た
庄
屋
ら
）
は
、

来
年
頭
よ
り
自
村
の
被
差
別
民
に
村
域
内
の
死
馬
を
取
ら
せ
る
こ
と
を
一
方
的
に
決

め
、
佐
田
村
の
被
差
別
民
に
対
し
そ
の
旨
を
通
告
し
、
そ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
正

月
年
礼
に
来
る
こ
と
は
不
要
、
と
し
た
。
そ
の
後
正
月
寄
合
に
お
い
て
、
以
後
死
馬

の
捨
て
場
所
を
変
更
す
る
旨
を
村
内
に
告
知
し
て
い
る
。

三
月
一
〇
日
に
斎
宮
村
内
の
町
屋
郷
に
住
む
定
右
衛
門
の
牛
が
死
に
、
斎
宮
村
内

の
被
差
別
民
が
引
き
取
っ
た
。
佐
田
村
か
ら
の
異
議
を
警
戒
し
、
村
内
の
寺
院
に
村

役
人
ら
が
詰
め
て
い
た
と
こ
ろ
、
は
た
し
て
佐
田
村
側
か
ら
四
人
が
訪
れ
、
更
に
大

勢
が
押
し
掛
け
る
と
の
風
聞
も
あ
り
、
斎
宮
村
で
は
人
足
を
六
十
人
用
意
す
る
な
ど

緊
張

感
が

高
ま
る
（

24）。
七
日
後
に
は
佐
田
村
に

近
隣
十
か
村
（

25）の
「
穢
多
仲
間
」

が
集
ま
り
、
以
後
は
斎
宮
村
側
と
佐
田
村
側
と
が
権
利
を
折
半
す
る
こ
と
を
提
案
し

て
き
た
。
だ
が
斎
宮
村
の
被
差
別
民
た
ち
は
「
村
役
人
之
差
図
を
以
致
候
事
」
と
し

て
、
本
村
の
役
人
と
交
渉
す
る
べ
き
こ
と
を
求
め
る
。

そ
の
二
日
後
に
は

松
坂
大

黒
田
町
の

善
覚
寺
で
、

今
度
は
十
三
か
村
（

26）の
「
穢

多
仲
間
」
の
寄
合
が
開
か
れ
る
。
斎
宮
村
の
被
差
別
民
も
婚
姻
関
係
な
ど
を
通
し
て

他
村
の
「
穢
多
」
仲
間
と
は
旧
知
の
関
係
で
あ
り
、
そ
の
伝
手
で
、
金
五
両
で
権
利

を
折
半
し
て
は
ど
う
か
と
い
う
調
停
案
も
出
さ
れ
た
。

こ
の
間
、
斎
宮
村
庄
屋
は
神
宮
に
対
し
て
こ
の
間
の
事
情
を
報
告
し
て
い
る
が
、

神
宮
は
内
宮

集
会
で
の

談
義
を
経
て
、
「
庄
屋

支
配

之
者
共
」
の
こ
と
と
し
て
神
宮

か
ら
は
指
示
は
せ
ず
、
庄
屋
の
責
任
で
判
断
す
べ
き
旨
を
返
答
し
た
（

27）。

こ
の
事
件
は
、
地
理
的
に
は
比
較
的
近
い
範
囲
で
は
あ
る
が
、
領
主
関
係
で
言
え

ば
神
宮
領
、
鳥
羽
藩
領
、
紀
州
藩
の
田
丸
領
及
び
松
坂
領
の
村
々
が
関
与
す
る
事
件

と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
被
差
別
身
分
集
団
内
部
の
交
渉
の
み
で
決
め
ら
れ
る
の
で
は

な
く
、
本
村
村
役
人
の
介
入
が
目
立
つ
点
で
も
注
目
さ
れ
る
。
大
枠
と
し
て
は
、
そ

れ
ま
で
鳥
羽
藩
領
の
佐
田
村
の
「
穢
多
」
身
分
が
持
っ
て
い
た
神
宮
領
・
斎
宮
村
の

芝
権
を
巡
り
、
紀
州
藩
領
の
「
穢
多
」
身
分
の
者
た
ち
が
中
心
と
な
り
何
度
も
寄
合

と
交
渉
を
重
ね
、
解
決
に
至
っ
た
。
共
通
の
檀
那
寺
で
あ
る
善
覚
寺
で
の
寄
合
に
象
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徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
領
主
関
係
と
は
無
関
係
に
身
分
集
団
と
し
て
対
応
し
て
い
る
様

相
は
確
か
に
確
認
で
き
る
。

そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
争
論
の
発
端
は
、
斎
宮
村
本
郷
の
庄
屋
や
一
般
小
百
姓
ら
の

意
向
に
基
づ
く
一
方
的
な
「
支
配
替
」
で
あ
っ
た
。
斎
宮
村
で
は
、
そ
れ
ま
で
佐
田

村
側
が
持
っ
て
い
た
権
利
は
「
古
来

�可
相
渡
何
等
証
拠
も
無
御
座
、
村
方
へ
一
向

功
立
候
筋
も
無
之
」
、
つ
ま
り
根
拠
が
な
く
、
か
つ
村
に
何
の
利
益
も
も
た
ら
さ
な

い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
自
村
の
被
差
別
民
に
「
支
配
替
」
さ
せ
る
こ
と
は
「
小
前
」

た
ち
の
要
望
だ
と
し
て
い
る
。
こ
の
背
景
に
は
前
述
し
た
よ
う
に
農
耕
作
に
従
事
す

る
奉
公
人
の
払
底
が
あ
り
、
街
道
稼
ぎ
に
専
念
し
た
い
小
前
た
ち
が
田
畑
の
耕
作
を

被
差
別
民
に
請
け
負
わ
せ
る
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
。
村
に
「
功
」
が
あ
る
被
差
別

民
を
保
護
す
る
た
め
の
本
村
役
人
ら
の
動
き
と
言
え
よ
う
。

そ
の
後
三
年
ほ
ど
は
実
質
的
に
は
斎
宮
村
側
の
要
求
が
通
っ
て
い
た
よ
う
だ
が
、

天
保
三
（
一
八
三
二
）
年
春
に
こ
の
問
題
が
再
燃
し
、
佐
田
村
の
村
役
人
か
ら
斎
宮

村
の
村
役
人
へ
と
、
本
村
同
士
の
交
渉
が
な
さ
れ
た
。
佐
田
村
は
、
斎
宮
村
の
芝
場

に
つ
い
て
は
古
来
か
ら
佐
田
村
側
が
権
利
を
有
し
て
お
り
、
「
仕
来
り
通
り
」
に
戻

す
よ
う
に
求
め
る
。
だ
が
斎
宮
村
は
、
文
政
一
二
年
四
月
段
階
で
「
支
配
替
」
を
佐

田
村
役
人
に
通
告
済
み
で
あ
り
、
年
月
も
立
っ
た
今
頃
あ
れ
こ
れ
文
句
を
言
う
の
は

如
何
な
も
の
か
、
と
け
ん
も
ほ
ろ
ろ
な
対
応
を
す
る
。
結
局
八
月
末
に
至
り
斎
宮
村

側
は
竹
川
村
（
神
宮
領
）
庄
屋
の
由
右
衛
門
、
佐
田
村
側
は
伊
勢
場
村
（
鳥
羽
藩
領
）

庄
屋
の
彦
左
衛
門
を
仲
介
人
に
立
て
て
内
済
が
図
ら
れ
、
斎
宮
村
の
芝
場
は
古
来
佐

田
村
が
所
持
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
一
旦
佐
田
村
へ
戻
し
、
そ
の
上
で
斎
宮
村

側
が
金
十
両
で
芝
場
の
「
半
分
」
を
買
い
受
け
、
以
後
は
隔
年
で
死
牛
馬
を
片
付
け

る
こ
と
で
決
着
が
つ
け
ら
れ
た
。
形
式
的
に
は
佐
田
村
に
理
の
あ
る
こ
と
が
確
認
さ

れ
た
訳
だ
が
、
実
質
的
に
は
斎
宮
村
が
新
た
な
権
利
を
獲
得
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

三
重
大
学
附
属
図
書
館
が
架
蔵
す
る
「
佐
田
村
文
書
」
中
に
、
こ
の
時
の
芝
場
の

売
買
に
関
す
る
証
文
が
二
通
残
さ
れ
て
い
る
が
（

28）、
差
出
人
と
宛
先
を
見
る
と
双

方
の
「
穢
多
」
集
団
同
士
で
取
り
交
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
村
役
人
は
登
場
し
な

い
。
だ
が
、
こ
の
文
書
は
百
通
ほ
ど
の
年
貢
免
状
な
ど
と
共
に
、
佐
田
村
本
村
の
文

書
と
し
て
伝
来
し
て
い
る
。
形
式
上
は
被
差
別
身
分
集
団
同
士
で
売
買
し
て
は
い
て

も
、
本
村
が
主
導
し
て
い
た
こ
と
は
、
鳥
羽
藩
領
側
で
も
同
様
で
あ
っ
た
（

29）。

３
、
神
宮
直
轄
領
の
「
説
教
者
」
と
近
松
寺

一
八
世
紀
の
半
ば
、
神
宮
直
轄
領
の
一
つ
竹
川
村
に
は
、
久
五
郎
と
松
右
衛
門
の

二
人
（
二
軒
）
の
「
説
教
者
」
が
居
た
。
説
教
者
と
は
先
に
見
た
よ
う
に
、
近
江
国

近
松
寺
が
「
さ
さ
ら
」
た
ち
を
身
分
集
団
と
し
て
統
括
す
る
場
合
に
主
に
使
わ
れ
た

呼
称
で
あ
る
。
正
徳
年
間
に
近
松
寺
の
代
替
わ
り
の
際
に
作
成
さ
れ
た
帳
面
に
は
、

「
竹
川
村

久
三

郎
、
同

松
大

夫
跡

松
右
衛
門
」
と

記
載
さ
れ
て
い
る
と
言
い
、

久
五

郎
が
久
三
郎
の
跡
を
継
ぎ
、
松
右
衛
門
は
こ
の
時
以
来
相
続
し
て
き
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
。

こ
の
う
ち
松
右
衛
門
は
延
享
元
（
一
七
四
四
）
年
九
月
に
近
松
寺
に
赴
き
、
自
分

は
説
教
者
で
は
な
い
と
し
て
、
寺
の
支
配
か
ら
脱
す
る
こ
と
を
強
く
主
張
し
た
。
近

松
寺
は
こ
れ
を
認
め
ず
、
翌
年
五
月
に
伊
勢
に
上
り
、
山
田
奉
行
所
に
対
し
て
松
右

衛
門
（
倅
の
五
郎
兵
衛
）
の
支
配
を
確
認
す
る
た
め
の
出
願
を
行
う
。
奉
行
の
指
示

で
神
宮
は
松
右
衛
門
や
竹
川
村
庄
屋
ら
を
取
り
調
べ
た
上
で
、
近
松
寺
の
主
張
を
認

め
た
。
次
い
で
文
化
四
（
一
八
〇
七
）
年
二
月
に
近
松
寺
役
人
は
、
竹
川
村
と
相
可

村
の
説
教
者
か
ら
、
村
で
賤
民
扱
い
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
歎
願
が
あ
っ
た

と
し
て
一
般
百
姓
並
み
に
扱
う
よ
う
に
と
山
田
奉
行
へ
申
し
入
れ
た
。
だ
が
、
竹
川

村
の
「
説
教
者
」
二
人
は
歎
願
の
事
実
を
否
定
し
、
む
し
ろ
説
教
者
と
し
て
近
松
寺

へ
登
る
「
役
」
か
ら
免
れ
た
い
旨
を
主
張
す
る
。

以
下
、
こ
の
二

度
の
出

願
に
対
応
し
た
神
宮
の

記
録
（

30）か
ら
、

松
右
衛
門
ら

人文論叢（三重大学）第29号 2012
二二二二



「
説
教
者
」
の
集
団
組
織
、
負
担
す
る
役
、
村
内
で
の
実
態
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

ま
ず
は
、
松
右
衛
門
が
語
る
彼
の
出
自
か
ら
見
て
い
こ
う
。
彼
は
伊
勢
の
生
ま
れ

で
は
な
く
近
江
国
膳
所
の
出
身
で
、
五
歳
の
時
に
親
に
連
れ
ら
れ
伊
勢
参
宮
を
し
、

そ
れ
が
契
機
で
竹
川
村
の
松
大
夫
の
家
に
入
り
、
養
わ
れ
て
き
た
。
だ
が
「
不
調
法

者
」
ゆ
え
に
説
教
者
は
勤
め
ず
、
説
教
仲
間
に
属
す
る
度
会
郡
上
地
村
（
紀
州
藩
田

丸
領
）
の
松
大
夫
の
甥
・
久
三
郎
が
「
養
子
仕
、
説
教
者
為
勤
」
と
す
る
。
正
徳
年

間
に
近
松
寺
が
作
成
し
た
帳
面
に
は
、
久
三
郎
と
「
松
大
夫
跡
松
右
衛
門
」
の
二
人

が
登
録
さ
れ
て
い
る
が
、
久
三
郎
こ
そ
が
松
大
夫
の
跡
を
継
ぎ
、
自
分
は
説
教
者
で

は
な
い
と
す
る
訳
で
あ
る
。
た
だ
し
、
近
松
寺
か
ら
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
松
右
衛

門
は
松
大
夫
の
居
屋
敷
に
居
住
し
、
ま
た
飯
高
郡
矢
川
村
（
紀
州
藩
松
坂
領
）
の
説

教
者
・
八
右
衛
門
の
娘
を
娶
っ
て
も
い
る
。
松
右
衛
門
が
養
子
に
入
っ
た
詳
し
い
経

緯
は
分
か
ら
な
い
が
、
説
教
者
仲
間
の
間
で
婚
姻
や
養
子
の
や
り
と
り
が
行
わ
れ
、

世
襲
さ
れ
て
き
た
様
相
は
見
て
取
れ
る
。

説
教
者
は
仲
間
を
結
ん
だ
が
、
一
八
世
紀
前
期
に
は
多
気
郡
・
飯
野
郡
の
「
触
頭
」

と
し
て
伊
勢
場
村
（
鳥
羽
藩
領
）
の
竹
内
彦
四
郎
と
い
う
者
が
居
り
、
近
松
寺
か
ら

の
廻
状
は
、
彼
を
通
し
て
二
郡
の
十
五
か
町
村
（
神
宮
領
の
竹
川
村
の
ほ
か
、
紀
州

藩
領
、
鳥
羽
藩
領
、
津
藩
領
の
村
々
で
あ
る
）
七
十
二
名
の
説
教
者
に
伝
達
さ
れ
た
。

松
右
衛
門
は
、
自
分
の
名
前
も
記
さ
れ
た
廻
状
が
坂
本
村
（
鳥
羽
藩
領
）
の
三
重
郎

か
ら
届
け
ら
れ
た
こ
と
に
不
満
を
持
ち
な
が
ら
も
、
延
引
す
る
こ
と
を
憚
り
、
次
の

金
剛
坂
村
（
紀
州
藩
領
）
に
持
参
し
た
、
と
し
て
い
る
。
な
お
、
触
頭
の
彦
四
郎
は
、

松
右
衛
門
が
説
教
者
仲
間
の
一
員
で
あ
る
こ
と
を
当
然
の
こ
と
と
し
た
。

近
松
寺
は
、
支
配
下
た
る
こ
と
の
確
認
と
、
寺
ま
で
登
っ
て
来
る
こ
と
（「
登
山
」）

を
求
め
る
の
み
で
、
こ
の
時
の
争
論
文
書
の
な
か
に
田
丸
城
掃
除
役
負
担
問
題
は
全

く
出
て
こ
な
い
。
正
徳
年
間
に
近
松
寺
は
、
配
下
の
さ
さ
ら
が
説
教
者
に
専
念
す
る

こ
と
、
「
不
浄
」
の
役
を
穢
多
身
分
の
者
に
代
替
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
た
。
先
に
斃

牛
馬
処
理
権
を
め
ぐ
る
「
穢
多
」
身
分
同
士
の
争
論
で
、
紀
州
藩
領
で
あ
る
か
否
か

に
関
わ
ら
ず
、
田
丸
城
の
掃
除
役
の
負
担
が
焦
点
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
見
た
が
、

こ
の
近
松
寺
の
要
求
が
受
け
容
れ
ら
れ
、
さ
さ
ら
は
説
教
者
と
な
っ
て
掃
除
役
を
免

除
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

松
右
衛
門
は
村
内
で
の
生
活
に
関
し
て
、
近
き
頃
ま
で
村
に
雇
わ
れ
「
郷
使
」
を

務
め
、
「
不
浄

之
役
」
に

従
事
す
る
こ
と
で
生

計
を

立
て
て
来
た
、
と
し
て
い
る
。

後
の
村
役
人
の
書
面
に
は
、
「
説
教
者
」
は

墓
の

穴
堀
り
や
行
き

倒
れ

死
体
の
処
理

な
ど
を
行
う
、
と
も
あ
る
。
宇
治
・
山
田
で
は
、
葬
送
儀
礼
た
る
「
速
懸
」
の
際
に

死
穢
を
避
け
る
た
め
に
墓
の
穴
を
掘
り
、
死
体
に
土
を
掛
け
る
作
業
は
、
拝
田
・
牛

谷
の
非
人
集
団
が
主
に
担
っ
た
。
竹
川
村
も
神
宮
直
轄
領
と
し
て
触
穢
観
念
は
共
有

し
、
や
は
り
「
速
懸
」
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
の
村
で
は
拝
田
・
牛
谷
の
者
た
ち
と

同
じ
役
割
を
、「
説
教
者
」
が
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
も
う
一
人
の
「
説
教
者
」
の
久
三
郎
は
、
延
享
年
間
に
は
ま
さ
に
説
教
者

と
し
て
の
渡
世
を
行
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
だ
が
文
化
四
（
一
八
〇
七
）
年
時
の
竹
川

村
役
人
の
山
田
奉
行
に
対
す
る
返
答
書
に
よ
れ
ば
、
五
十
二
、
三
年
以
前
ま
で
は
説

教
を
語
り
、
さ
さ
ら
を
摺
っ
て
施
し
物
を
受
け
て
い
た
も
の
の
、
現
在
は
中
絶
し
て

い
る
と
い
う
。
一
八
世
紀
中
頃
、
宝
暦
四
、
五
年
頃
に
は
竹
川
村
で
「
説
教
」
を
営

む
者
は
居
な
く
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
近
松
寺
側
で
は
、
説
教
を
執
行
し

な
く
と
も
説
教
に
「
重
縁
」
な
者
と
し
て
、
彼
ら
へ
の
支
配
権
を
主
張
し
た
。

松
右
衛
門
は
延
享
年
間
争
論
の
さ
な
か
に
病
死
し
て
い
る
が
、
郷
使
を
辞
め
て
か

ら
は
専
ら
百
姓
を
し
て
い
る
と
し
、
ま
た
文
化
四
年
時
の
「
説
教
者
」
た
ち
は
、
五
、

六
十
年
以
来
百
姓
勤
め
を
し
、
内
職
に
綿
打
ち
な
ど
を
し
て
、
そ
の
日
稼
ぎ
で
困
窮

し
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
「
綿
打
ち
」
も
さ
さ
ら
身
分
の
者
が
行

う
こ
と
の
多
い
仕
事
で
あ
っ
た
（

31）。

「
不
浄
之
役
」
を
勤
め
る
こ
と
が
差
別
に
は
直
結
し
な
い
。
だ
が
、
松
右
衛
門
が
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そ
う
し
た
役
を
担
う
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
、
ま
た
「
説
教
」
勤
め
の
有
無
に
も
関
係

な
く
、
村
内
で
彼
ら
は
明
ら
か
に
身
分
的
な
差
別
を
受
け
て
い
た
。
村
で
毎
年
作
成

さ
れ
る
宗
門
帳
に
は
、
松
右
衛
門
も
子
供
の
五
郎
兵
衛
も
（
明
記
さ
れ
て
は
い
な
い

が
、
間
違
い
な
く
久
三
郎
も
）
、
帳
面
末
尾
に
「
撃
揩
」
と
い
う
肩
書
き
で
「
地
下

人
之
列
ニ
入
レ
不
申
」、
つ
ま
り
一
般
の
住
民
と
は
区
別
し
て
記
載
さ
れ
た
と
い
う
。

「
撃
揩
」
と
は
、
こ
の
言
葉
自
体
は
辞
書
に
見
当
た
ら
な
い
が
、「
撃
」
は
鼓
を
撃
つ

と
い
う
使
い
方
が
あ
り
、
「
揩
」
は
「
す
る
、
こ
す
る
」
の
意
で
あ
り
（

32）、
さ
さ
ら

を
示
す
言
葉
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
宗
門
帳
の
別
記
載
が
、

松
右
衛
門
の
主
張
を
退
け
、
彼
を
「
説
教
者
」
と
認
定
す
る
決
定
打
と
な
っ
た
。

こ
の
決
定
は
近
松
寺
に
と
っ
て
、
松
右
衛
門
（
倅
の
五
郎
兵
衛
）
へ
の
支
配
権
の

確
認
と
い
う
点
で
は
勝
利
で
あ
っ
た
が
、
正
徳
年
間
以
来
、
説
教
者
の
脱
賤
化
を
主

張
し
て
き
た
こ
と
と
は
全
く
齟
齬
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
文
化
四
年
に
近
松
寺
役
僧

が
再
度
山
田
奉
行
所
に
働
き
掛
け
た
の
は
、
こ
の
点
の
解
消
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
っ

た
ろ
う
。
先
に
も
見
た
よ
う
に
、
竹
川
村
と
相
可
村
の
説
教
者
か
ら
、
村
方
で
受
け

る
差
別
が
渡
世
の
障
害
に
な
っ
て
い
る
と
の
歎
願
を
受
け
た
と
し
て
、
配
下
の
村
役

人
に
改
善
の
指
示
を
求
め
た
。
こ
こ
で
相
可
村
の
村
名
が
あ
が
っ
て
い
る
の
は
、
こ

の
村
が
紀
州
藩
田
丸
領
に
属
し
つ
つ
も
、
神
宮
の
有
力
御
師
で
あ
る
春
木
大
夫
、
上

部
大
夫
の
領
地
を
含
む
か
ら
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
竹
川
村
の
「
説
教
者
」
の
三
四
郎
と
久
治
は
（

33）、
近
松
寺
の
働
き
掛
け

に
同
調
し
な
か
っ
た
。
「
卑
賤
視
」
の
解
消
と
村
方
百
姓
並
み
の
扱
い
を
求
め
た
歎

願
な
ど
し
て
い
な
い
と
し
、
む
し
ろ
近
松
寺
に
赴
く
「
役
」
を
こ
そ
免
れ
た
い
、
と

主
張
す
る
。

「
差
別
」
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
神
宮
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
に
対
す
る
竹
川
村
庄

屋
中
の
返
答
書
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
説
教
者
」
は
村
方
百
姓

と
の
婚
姻
は
一
切
な
く
、
先
に
確
認
し
た
「
不
浄
の
役
」
や
郷
使
な
ど
を
勤
め
、
宗

門
人
別
改
帳
に
は
末
尾
に
一
般
百
姓
と
は
分
け
て
記
載
さ
れ
、
そ
し
て
「
組
合
」
（
五

人
組
か
）
も
村
一
般
と
は
別
で
、
諸
役
掛
か
り
物
も
免
除
さ
れ
る
。
か
つ
「
同
火
」

の
習
慣
の
有
無
に
つ
い
て
「
右
之
儀
者
近
在
ニ
而
者
同
火
為
致
候
趣
ニ
御
座
候
、
当

村
ニ
而
者
指
心
附
候
者
者
同
火
不
致
候
」
と
答
え
て
い
る
。
心
得
の
あ
る
者
に
限
定

さ
れ
る
よ
う
な
微
妙
な
表
現
で
は
あ
る
が
、
「
同
火
」
に
関
し
て
も
差
別
的
な
扱
い
を

受
け
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
「
説
教
者
」
の
側
も
、
近
松
寺
に
同
調

し
て
脱
賤
化
を
要
求
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
近
松
寺
の
頭
支
配
か
ら
脱
し
、
村

の
論
理
の
下
で
生
き
る
こ
と
を
選
ん
で
い
る
。
こ
の
点
は
、
や
は
り
近
松
寺
の
支
配
か

ら
抜
け
て
三
方

会
合

・
宇
治

会
合
の
下
に
位

置
す
る
こ
と
を
選

択
し
た
拝
田

・
牛

谷

の
民
、
ま
た
斃

牛
馬

処
理
権
を
め
ぐ
り
他
の
「

穢
多
」

集
団
と
一

線
を
画
し
て
村
の

主
張
に
従
っ
た
斎
宮
村
の
「
穢
多
」
身
分
の
者
に
も
共
通
す
る
動
き
と
言
え
よ
う
。

な
お
、
一
章
二
節
で
見
た
よ
う
に
竹
川
村
に
は
隣
村
の
金
剛
坂
村
と
兼
任
す
る
形

で
は
あ
る
が
、
番
人
が
存
在
し
て
い
た
。
さ
さ
ら
身
分
は
、
近
世
前
期
に
は
治
安
警

察
的
な
機
能
を
負
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
竹
川
村
に
お
い
て
は
、

「
不
浄
の
役
」
や
「
郷
使
」
を
勤
め
る
「
説
教
者
」
と
、

番
人
と
の
間
で
役

割
が
分

掌
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

三
、
被
差
別
民
の
年
貢
米

１
、
幕
府
の
「
穢
多
」
年
貢
金
納
令

江
戸
時
代
に
被
差
別
民
が
耕
作
・
収
穫
し
た
年
貢
米
は
、
他
の
一
般
の
百
姓
の
年

貢
米
と
同
様
に
領
主
の
も
と
へ
納
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
享
保
五
（
一
七
二
〇
）

年
八
月
、
幕
府
は
次
の
よ
う
な
法
令
を
出
し
て
い
る
（

34）。

一
、
穢
多
納
候
物
成
米
之
儀
、
米
ニ
而
相
納
候
所
も
有
之
由
、
当
子
年
よ
り
い

つ
れ
も
金
納
可
被
申
付
候
、
差
支
候
事
も
有
之
候
ハ
ゝ
、
可
被
相
伺
候
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全
国
令
で
は
な
く
幕
領
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
「
穢
多
」
身
分
の
者

が
作
っ
た
米
は
穢
れ
て
い
る
た
め
代
金
化
し
て
納
め
よ
と
い
う
、
露
骨
な
ま
で
の
差

別
法
令
で
あ
る
。
翌
正
月
に
は
追
加
法
令
と
し
て
、
三
分
一
銀
納
、
十
分
一
銀
納
の

場
合
で
も
同
様
で
、
ま
た
銀
納
で
も
一
般
百
姓
と
包
み
を
分
け
、
上
書
き
に
「
穢
多

納
」
と
書
き
付
け
る
べ
き
こ
と
を
指
示
し
た
。

た
だ
し
追
加
法
令
に
「
朱
書
」
で
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
享
保
七
年
に
は
「
古
来
之

通
百
姓
並
ニ
納
さ
せ
候
積
り
」
と
全
面
的
に
撤
回
さ
れ
た
。
米
の
金
銀
納
は
そ
の
相

場
次
第
で
事
実
上
増
徴
と
な
る
場
合
も
あ
り
、
ま
た
「
穢
多
」
身
分
の
み
貨
幣
納
と

す
る
こ
と
の
困
難
さ
が
直
接
の
原
因
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
「
穢
多
年
貢
米
」
へ
の
差
別
的
な
扱
い
が
な
く
な
っ
た
訳
で
は
な

い
。
こ
の
問
題
を
検
討
さ
れ
た
森
杉
夫
氏
は
、
こ
の
撤
回
令
後
も
幕
領
農
村
で
は
、

被
差
別
集
落
に
対
し
て
本
郷
農
民
の
米
を
「
相
対
」
で
購
入
さ
せ
る
事
例
が
あ
っ
た

こ
と
、
天
保
六
（
一
八
三
五
）
年
に
和
泉
国
一
橋
領
の
農
村
で
被
差
別
民
の
年
貢
に

つ
い
て
米
で
の
上
納
の
可
否
を
代
官
に
問
う
た
と
こ
ろ
、
代
官
は
買
米
で
の
上
納
を
命

じ
、
ど
こ
で
購
入
し
た
か
を
も
届
け
る
様
に
指
示
し
た
こ
と
な
ど
を
紹
介
し
て
い
る
（

35）。

穢
れ
を
忌
み
、
清
浄
を
重
視
す
る
神
宮
領
に
お
い
て
は
、
被
差
別
民
の
参
宮
や
彼

ら
と
の
「
同
火
」
を
伴
う
食
事
、
家
屋
内
へ
の
立
ち
入
り
な
ど
に
関
す
る
制
限
規
定

に
事
欠
か
な
い
。
ま
た
、
神
領
五
か
村
か
ら
納
め
ら
れ
る
年
貢
米
の
う
ち
、
二
百
八

十
石
は
神
宮
の
重
要
な
神
事
た
る
朝
夕
の
御
饌
米
供
進
に
使
わ
れ
る
分
で
も
あ
っ
た
。

直
轄
領
の
「
穢
多
」
身
分
の
者
か
ら
神
宮
へ
ど
の
よ
う
に
年
貢
が
納
め
ら
れ
、
そ
れ

を
神
宮
は
ど
う
認
識
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

２
、
山
田
奉
行
所
の
尋
問
と
神
宮
の
対
応

文
政
六
（
一
八
二
三
）
年
九
月
九
日
、
山
田
奉
行
所
に
重
陽
の
節
句
の
祝
賀
に
参

上
し
た
両
宮
の
長
官
名
代
は
、
儀
礼
終
了
後
に
奉
行
の
用
人
・
矢
野
平
大
夫
か
ら
、

非
公
式
な
形
で
尋
ね
を
受
け
た
（

36）。
そ
れ
は
、
宮
川
内
の
各
地
に
「
穢
多
」
が
居

り
、
小
作
を
し
て
い
る
と
言
う
が
、
彼
ら
が
作
っ
た
米
麦
を
食
用
に
し
て
も
穢
れ
に

は
な
ら
な
い
の
か
、
ま
た
彼
ら
の
耕
作
し
た
地
に
穢
れ
は
掛
か
ら
な
い
の
か
、
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
。
矢
野
は
、「
急
度
被
申
出
候
而
者
差
支
之
筋
有
之
候
ハ
ゝ
」
と
、

返
答
の
仕
方
に
配
慮
を
示
し
、
あ
く
ま
で
内
々
の
心
得
の
た
め
だ
と
し
て
い
る
。

こ
の
時
期
に
「
穢
多
」
身
分
の
米
作
に
つ
い
て
山
田
奉
行
の
用
人
が
な
ぜ
問
題
に

し
た
の
か
、
直
接
の

契
機
は

不
明
だ
が
、
別

稿
で

明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
享
和

元

（
一
八

〇
一
）
年

以
降
に

伊
勢
に

訪
れ
た
「
穢
多
」
身
分
と
の
同
火
が
問
題
視
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
文
化
九
（
一
八
一
二
）
年
、
同
一
二
年
に
も
相
次
い
で
「
穢
多
」

身
分
の
同
火
を
原
因
に

市
中
が

触
穢
と
な
っ
た
こ
と
と

無
関

係
で
は
な
か
ろ
う
（

37）。

長
官
名
代
ら
は
返
答
を
保
留
し
、
九
月
一
二
日
に
両
宮
の
神
官
が
集
め
ら
れ
、
協

議
が
な
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
ま
ず
、
詳
し
い
事
情
を
返
答
す
れ
ば
支
障
を
来
す
だ
ろ

う
、
と
い
う
点
が
確
認
さ
れ
る
。
今
回
の
尋
ね
は
「
宮
川
内
」
の
「
穢
人
」
に
つ
い

て
だ
が
、
「
宮
川

外
」
の
直
轄
領
で
あ
る

斎
宮
村
に
「
穢
人
」
が
居
り
、
彼
ら
が

「
太
神
宮
領
御
朱

印
地
之
内

高
預
り

致
作

得
、

右
上
納
米
神
宮
内
へ
も
年

々
請

取
来

候
事
ニ
候
得
者
」
と
い
う
点
が
、
神
官
た
ち
の
懸
念
材
料
な
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は

直
轄
領
斎
宮
村
の
「
穢
多
」
集
落
か
ら
年
貢
米
が
神
宮
に
納
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

承
知
し
て
お
り
、
こ
の
点
を
山
田
奉
行
所
か
ら
指
摘
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
た
め
「
兎
角
大
躰
之
所
を
以
一
ト
通
り
相
分
り
候
様
」
と
、
一
般
論
に
留

め
て
、
し
か
も
書
面
に
は
せ
ず
口
頭
で
返
答
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

翌
日
山
田
奉
行
所
に
出

頭
し
た
長
官
名
代
ら
は
、
矢
野
平
大
夫
に
対
し
て
、
「
穢

人
」
か
ら
米
穀
に
限
ら
ず
何
で
あ
っ
て
も
買
い
受
け
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い

が
、
「
穢
人
」
が

手
に

触
れ
た

物
を

売
買
す
る
場
合
、
出
所
を
一

々
確
認
す
る
こ
と

は
不
可

能
で
、
「

右
躰
之

義
、
制
の
限
ニ
あ
ら
す
」
「

格
別
之
儀
」
、
つ
ま
り
問
題
に

は
で
き
な
い
。
先
例
を
重
視
す
る
神
宮
で
も
適
当
な
事
例
は
見
い
だ
せ
ず
、
確
と
し
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た
返
答
は
で
き
な
い
が
、「
御
含
」
下
さ
れ
た
い
、
と
し
た
。

だ
が
、
矢
野
平
大
夫
は
、
神
宮
側
が
恐
れ
て
い
た
問
題
を
取
り
上
げ
て
き
た
。
彼

は
「
実
ハ
売
買
之
儀
ニ
ハ
無
之
、
神
領
内
所
々
穢
多
共
有
之
、
無
高
ニ
而
清
浄
之
地

へ
米
麦
致
耕
作
、
右
年
貢
米
金
納
ニ
致
し
候
へ
者
子
細
有
間
敷
候
得
共
、
其
作
得
之

米
麦
ニ
而
納
候
節
ハ
如
何
可
有
候
哉
、
御
尋
申
事
ニ
候
」
と
し
て
お
り
、
ま
さ
に
享

保
年
間
に
幕
府
が
金
納
令
を
命
じ
た
際
の
課
題
た
る
、
「
穢
多
」
身
分
が
耕
作
し
た

年
貢
米
の
「
穢
れ
」
を
問
題
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
際
に
は
宮
川
の

内
に
は
神
宮
に
年
貢
を
納
め
る
地
は
存
在
せ
ず
、
ま
た
恐
ら
く
彼
は
、
多
気
郡
の
神

宮
直
轄
領
に
居
住
す
る
「
穢
多
」
身
分
の
存
在
を
把
握
し
て
は
い
な
か
っ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
実
態
と
し
て
は
、
斎
宮
村
の
「
穢
多
」
集
落
は
無
高
な
ど
で
は
な
く
、

神
宮
の
朱
印
地
を
正
式
に
耕
作
す
る
存
在
で
あ
る
た
め
、
矢
野
平
大
夫
の
指
摘
以
上

に
深
刻
な
問
題
と
な
る
。

神
宮
神
官
ら
は
、
被
差
別
民
の
年
貢
米
問
題
に
波
及
す
る
こ
と
を
警
戒
し
て
い
た

だ
け
に
、
さ
ぞ
困
惑
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
で
は
、
「
右
躰
之
儀
取
調
子
候

事
ニ
而
者
彼
是
差
支
も
可
有
之
哉
ニ
奉
存
候
故
、
不
申
候
儀
者
制
之
限
ニ
あ
ら
す
と

申
所
御
含
被
下
、
宜
御
取
斗
御
座
候
様
」
と
申
し
入
れ
た
。
詳
し
く
調
べ
る
と
却
っ

て
問
題
が
生
じ
る
の
で
、
言
外
の
意
を
察
し
て
欲
し
い
、
と
の
歎
願
で
あ
る
。
矢
野

は
こ
れ
に
対
し
、
深
く
は
穿
鑿
し
な
い
が
「
一
躰
之
心
得
方
」
を
文
書
で
返
答
す
る

こ
と
を
求
め
る
。
二
週
間
後
に
神
宮
は
、
今
回
の
こ
と
が
「
表
向
之
御
尋
」
で
は
な

い
こ
と
を
改
め
て
確
認
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
な
書
付
を
矢
野
に
対
し
て
提
出
し
た
。

清
所
之
田
地
ニ
而
穢
人
耕
作
致
し
候
米
穀
穢
有
無
之
事

右
米
穀
穢
人
之
手
ニ
触
れ
候
故
穢
有
之
候
、
但
穢
人
之
手
を
放
れ
候
後
経
数
日

候
上
者
穢
気
尽
可
申
候

�得

�共

�儀
も
可
有
御
座
候
得
共
、
其
所
見
無
御
座
候
、
一

躰
之
心
得
方
御
内
々
御
尋
ニ
付
御
答
申
上
候

九
月

「
穢
人
」
の
手
に
掛
か
る
米
穀
は
、「
穢
」
を
免
れ
な
い
。
し
か
し
、「
穢
人
」
の

手
を
離
れ
て
数
日
を
経
れ
ば
、
「
穢
気
」
は
尽
き
る
と
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
も
い

る
。
こ
れ
以
後
に
直
轄
領
の
年
貢
米
に
つ
い
て
追
及
さ
れ
た
際
の
予
防
線
を
張
っ
て

い
る
と
も
言
え
よ
う
。
矢
野
は
こ
の
返
答
を
了
解
し
て
、
一
応
こ
と
は
収
ま
っ
た
。

こ
の
応
答
は
山
田
奉
行
所
と
神
宮
神
官
の
間
で
の
み
行
わ
れ
て
お
り
、
斎
宮
村
な

ど
直
轄
領
の
庄
屋
ら
に
相
談
が
な
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
。
だ
が
、
何
ら
か
の
形
で
情

報
が
伝
わ
っ
た
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。
四
年
後
の
文
政
一
〇
年
、
折
か
ら
の
凶
作
で

年
貢
納
入
が
困
難
と
な
り
、
納
入
期
限
の
迫
っ
た
一
二
月
、
斎
宮
村
か
ら
神
宮
代
官

に
年
貢
の
一
部
延
納
と
拝
借
金
の
出
願
が
な
さ
れ
た
。
拝
借
金
の
額
は
当
初
は
七
十

両
、
却
下
さ
れ
て
次
に
は
二
十
九
両
、
最
後
は
十
一
両
ま
で
減
額
さ
れ
、
そ
の
段
階

で
代
官
か
ら
神
宮
に
取
り
次
が
れ
て
い
る
。
最
後
の
願
書
で
斎
宮
村
で
は
、「
穢
多
」

集
落
の
年
貢
負
担
に
つ
い
て
言
及
し
、
困
窮
し
た
彼
ら
は
強
い
て
徴
収
し
よ
う
と
す

れ
ば
離
村
し
か
ね
ず
、
そ
う
な
れ
ば
八
十
石
も
の
高
を
村
で
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
く
な
る
、
と
い
う
状
況
を
説
明
し
た
。
そ
し
て
彼
ら
の
年
貢
米
に
つ
い
て
、

「
御
年
貢
米
者
私
共
江
請
取
、
私
共
之
上
ニ
而
外
作
徳
米
与

振
替
上
納

仕
候
儀
ニ
御

座
候
」
と
記
し
て
い
る
。
拝
借
金
の
必
要
性
を
訴
え
る
部
分
で
、
年
貢
納
入
時
の
米

の
振
り
替
え
方
を
述
べ
る
必
然
性
は
な
く
、
文
政
六
年
の
山
田
奉
行
所
か
ら
の
尋
問

が
、
代
官
を
通
し
て
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
の
反
映
で
は
な
か
ろ
う
か
。

被
差
別
民
の
年
貢
米
が
ど
の
よ
う
な
形
で
納
入
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
実
態
は
分
か

ら
な
い
。
斎
宮
村
の
庄
屋
の
言
う
よ
う
に
、
「
穢
多
」
身
分
の
耕
作
し
た
米
は
一

般

農
民
の
作
米
に
振
り
替
え
ら
れ
、
実
際
に
は
神
宮
に
は
納
め
ら
れ
な
か
っ
た
可
能
性

も
あ
る
。
元
々
直
轄
領
の
年
貢
米
は
、
一
部
は
貨
幣
納
化
さ
れ
て
も
い
た
。
一
方
で
、

給
人
が
多
数
に
わ
た
り
、
斎
宮
村
内
は
四
郷
に
分
か
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
庄
屋
が
置

か
れ
る
と
い
う
複
雑
さ
と
、
神
宮
へ
の
納
入
は
寛
政
五
（
一
七
九
三
）
年
以
降
は
代

官
が
一
手
に
行
っ
て
お
り

（

38）、
耕
作
者
と
納
入

先
の

判
別
は

ほ
と

ん
ど
不
可
能
で
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は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。

肝
心
な
こ
と
は
、
直
轄
領
地
内
の
「
穢
多
」
集
落
の
存
在
と
、
そ
こ
か
ら
年
貢
米

が
納
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
現
実
に
つ
い
て
の
神
宮
の
正
確
な
認
識
で
あ
り
、
且
つ

山
田
奉
行
所
は
そ
れ
を
問
題
視
し
た
の
に
対
し
、
神
宮
自
身
は
改
め
る
意
思
を
示
さ

な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

お
わ
り
に

神
宮
直
轄
領
に
は
、
「
穢
多
」
身
分
、
非
人
身
分
、
そ
し
て
雑
種
賤
民
系
の
さ
さ

ら
（
説
教
者
）
身
分
の
三
種
の
被
差
別
民
が
存
在
し
た
。
彼
ら
の
何
れ
も
が
、
そ
の

組
織
性
に
つ
い
て
は
濃
淡
が
あ
る
も
の
の
、
周
辺
他
藩
領
の
同
一
身
分
の
者
た
ち
と

の
間
で
集
団
を
取
り
結
ん
で
い
た
。
さ
さ
ら
（
説
教
者
）
身
分
の
触
頭
や
「
穢
多
」

身
分
の
斃
牛
馬
権
問
題
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
伊
勢
国
南
部
の
ほ
ぼ
度
会
・
多
気
・

飯
野
の
三
郡
に
飯
高
郡
を
含
む
規
模
の
身
分
集
団
が
存
在
し
、
多
気
郡
の
一
部
を
な

す
神
宮
直
轄
領
は
、
そ
の
一
つ
の
縮
図
を
示
し
て
い
た
。
斃
牛
馬
処
理
権
（
芝
権
）

に
つ
い
て
は
、
江
戸
時
代
中
の
権
利
の
移
動
や
争
論
の
経
緯
か
ら
見
る
限
り
、
紀
州

藩
領
の
谷
村
を
中
核
に
当
初
南
勢
地
方
一
帯
に
広
域
的
な
芝
権
が
保
持
さ
れ
、
住
民

の
移
動
と
共
に
、
斃
牛
馬
処
理
権
を
持
つ
集
落
が
次
第
に
地
域
的
に
広
が
っ
て
い
っ

た
可
能
性
を
推
定
で
き
る
。

近
世
後
期
に
領
主
編
成
を
越
え
る
身
分
集
団
に
対
し
て
、
本
村
が
主
導
権
を
持
ち

介
入
す
る
動
き
も
、
い
く
つ
か
の
局
面
で
確
認
で
き
る
。
さ
さ
ら
の
場
合
は
、
脱
賤

化
を
目
指
す
三
井
寺
近
松
寺
の
支
配
か
ら
村
共
同
体
へ
の
依
存
を
強
め
る
指
向
を
示

し
、
斃
牛
馬
処
理
に
関
し
て
は
、
本
村
役
人
ら
が
自
村
の
「
穢
多
」
身
分
の
権
利
増

大
を
目
指
す
動
き
と
し
て
現
れ
、
一
部
は
そ
れ
が
結
実
し
た
。

そ
し
て
、
被
差
別
民
の
生
業
や
生
活
の
あ
り
方
に
関
し
て
、
神
社
領
に
存
在
す
る

が
ゆ
え
の
特
質
、
武
家
領
た
る
他
藩
領
の
者
た
ち
と
の
本
質
的
な
違
い
は
、
基
本
的

に
は
認
め
ら
れ
な
い
。
斃
牛
馬
の
処
理
は
も
ち
ろ
ん
、
人
の
行
き
倒
れ
死
体
の
処
理

や
墓
へ
の
埋
葬
な
ど
も
、
一
般
農
村
に
お
い
て
も
被
差
別
民
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

た
だ
、
十
分
に
そ
の
結
び
付
き
は
検
証
し
え
な
か
っ
た
が
、
こ
の
地
域
特
有
の
「
速

懸
」
に
不
可
欠
な
「
土
掛
役
」
を
担
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
神
宮
領
と
し
て
被
差

別
民
の
必
要
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
彼
ら
は
神
宮
直
轄

領
の
村
か
ら
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
排
除
は
さ
れ
ず
、
他
の
藩
領
村
と
は

異
な
る
特
段
の
差
別
を
受
け
た
形
跡
は
な
い
。
そ
し
て
伊
勢
神
宮
自
体
も
、
神
社
領

に
被
差
別
民
が
存
在
し
、
か
つ
彼
ら
が
耕
作
し
た
米
を
年
貢
米
と
し
て
受
納
し
て
お

り
、
「
穢
多
」
身
分
の
者
の
現
米
納
入
を
問
題
視
し
た

幕
府
や
山
田
奉
行
の
認
識
を

共
有
し
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（

39）。

【
注
】

（

1）
拙

稿
「
速
懸

―
近
世

宇
治
・
山
田
に
お

け
る
葬

送
儀

礼
」
（
『
三

重
大

史
学

』
四
、

二

〇
〇

四
年
）
、
「

拝
田
・
牛
谷
の
民

―
近
世

宇
治
・
山
田
の
被
差
別
民
」
（
『
人

文
論

叢
』

二
二
、
二
〇
〇
五
年
）。

（

2）『
都
市
部
落
そ
の
歴
史
と
現
状
』、
部
落
問
題
研
究
所
、
一
九
六
四
年
）。

（

3）
拙
稿
「
山
田
奉
行
の
裁
許
権
」（『
三
重
大
史
学
』
二
、
二
〇
〇
二
年
）。

（

4）
こ
の
村
々
は
、
北
畠
氏
を
継
い
だ
織
田
信
雄
が
天
正
一
一
（
一
五
八
三
）
年
に
「
御
供

料
」
と
し
て
神
宮
に
寄
進
し
て
お
り
、
武
家
が
領
有
す
る
時
期
が
あ
っ
た
も
の
と
推
定
さ

れ
る
。
太
閤
検
地
で
も
検
地
の
対
象
と
な
っ
た
（
大
西
源
一
『
大
神
宮
史
要
』、

平
凡
社
、

一
九
六
〇
年
、『
三
重
県
史

資
料
編
』
近
世

1、
三
重
県
、
一
九
九
三
年
）。

（

5）『
明
和
町
史

史
料
編
二

文
書
史
料
』（

明
和
町
、
二
〇
〇
六
年
）。

（

6）
以
下
の
事
件
の
経
緯
は
、
神
宮
文
庫
が
所
蔵
す
る
神
宮
長
官
機
構
の
公
務
日
誌
『
神
宮

編
年
記
』
に
基
づ
く
。『
神
宮
編
年
記
』
に
つ
い
て
は
、
神
宮
史
料
輪
読
会
編
「『
神
宮
編

年
記
』（
内
宮
長
官
日
記
）
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慶
安
元
年
一
〇
月
一
五
日
～
同
二
年
七
月
七
日
」（
『
皇
學
館
大
学
神
道
研
究
所
紀
要
』

一
六
、
二
〇
〇
〇
年
）
の
「
解
題
」
を
参
照
。

（

7）『
神
宮
編
年
記
』。

（

8）
紀
州
藩
領
の
村
を
兼
帯
す
る
村
平
は
、
紀
州
藩
（
田
丸
領
）
か
ら
の
領
主
役
の
賦
課
に

も
応
じ
る
義
務
を
有
し
た
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
奉
行
所
へ
の
出
頭
の
付
き
添
い
は
と
も

か
く
、
山
田
奉
行
の
犯
罪
者
捕
縛
に
つ
い
て
は
、
直
轄
領
を
場
と
す
る
事
件
で
も
拝
田
・

牛
谷
の
非
人
が
動
員
さ
れ
て
お
り
、
村
平
ら
が
拝
田
・
牛
谷
の
民
と
同
様
に
山
田
奉
行
に

よ
っ
て
使
役
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
な
お
、
御
城
米
船
の
不
正
難
船
と
そ
れ
に

伴
う
代
官
手
代
の
殺
害
と
い
う
悲
劇
を
生
ん
だ
文
政
末
年
の
志
摩
波
切
騒
動
に
際
し
て
、

信
楽
代
官
所
は
神
宮
領
に
近
い
幕
領
村
の
度
会
郡
有
滝
村
や
西
条
村
の
非
人
番
を
引
き
連

れ
て
探
索
に
赴
い
て
い
る
（
『
御
仕
置
例
類
集
』
）
。
だ
が
山
田
奉
行
は
伊
勢
国
の
幕
領
村

に
指
揮
命
令
権
は
持
た
ず
、
非
人
番
を
動
員
す
る
こ
と
も
な
く
、
基
本
的
に
は
拝
田
・
牛

谷
の
非
人
集
団
を
手
下
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（

9）「
乾
家
文
書
」。
斎
宮
村
は
神
領
五
か
村
の
筆
頭
格
で
あ
り
、
乾
氏
は
斎
宮
村
と
庄
屋
を

務
め
る
と
同
時
に
、
事
実
上
五
か
村
の
大
庄
屋
的
な
存
在
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
（
前
掲

『
明
和
町
史
史
料
編
二
文
書
史
料
』）。

（

10）『
神
宮
編
年
記
』
文
政
六
（
一
八
二
三
）
年
九
月
一
二
日
条
。

（

11）
寛
政
三
（
一
七
九
一
）
年
に
神
宮
は
、
直
轄
領
の
住
民
が
街
道
の
賃
稼
ぎ
に
従
事
す
る

た
め
に
田
畑
の
荒
れ
地
が
増
加
す
る
状
況
に
対
し
、
五
か
村
の
男
女
十
五
歳
か
ら
六
十
歳

ま
で
の
全
員
に
田
畑
を
割
り
付
け
、
耕
作
を
強
制
す
る
と
い
う
政
策
を
打
ち
出
し
て
い
る
。

こ
の
時
に
直
轄
領
内
の
被
差
別
民
も
同
様
に
配
分
を
受
け
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
政
策
は

山
田
奉
行
所
の
介
入
に
よ
っ
て
二
年
後
に
事
実
上
撤
回
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
『
明
和

町
史
史
料
編
二
文
書
史
料
』）。

（

12）「
乾
家
文
書
」。

（

13）『
明
和
町
史
史
料
編
二
文
書
史
料
』。

（

14）『
明
和
町
史
史
料
編
二
文
書
史
料
』。

（

15）
研
究
史
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「
拝
田
・
牛
谷
の
民
ー
近
世
宇
治
・
山
田
の
被
差
別

民
」
を
参
照
。
な
お
「
さ
さ
ら
」
は
「

簓
」
「

佐
々

羅
」
「

祝
囲
」
「
編

木
」
な
ど
様

々
に

表
記
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
平
仮
名
で
示
す
。

（

16）『
都
市
部
落
そ
の
歴
史
と
現
状
』。

（

17）『
都
市
部
落
そ
の
歴
史
と
現
状
』。

（

18）
拙
稿
「
拝
田
・
牛
谷
の
民

―
近
世
宇
治
・
山
田
の
被
差
別
民
」。
な
お
、
こ
の
間
の
史

料
は
『
三
重
県
部
落
史
料
集
前
近
代
篇
』（
三
重
県
厚
生
会
、
一
九
七
五
年
）
に
収
載
さ

れ
て
い
る
。

（

19）「
三
重
」（『

部
落
の
歴
史
近
畿
編
』
部
落
問
題
研
究
所
、
一
九
八
二
年
）。

（

20）『
神
宮
編
年
記
』。

（

21）『
三
重
県
部
落
史
料
集
前
近
代
篇
』。

（

22）「
乾
家
文
書
」。

（

23）
文
政
一
一
年
一
一
月
付
け
で
谷
村
の
二
名
と
斎
宮
村
の
被
差
別
集
落
と
の
間
で
取
り
交

わ
さ
れ
た
証
文
の
写
し
が
「
乾
家
文
書
」
中
に
残
さ
れ
て
い
る
。

（

24）
こ
れ
以
前
の
斎
宮
村
か
ら
の
「
通
告
」
は
文
面
上
「
死
馬
」
に
関
し
て
の
も
の
で
あ
り
、

「
死
牛
」
も

含
む
か

否
か
で

混
乱
が
生
じ
た

面
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
事
件
が

決
着

し
た
後
の
天
保
三
年
一
二
月
に
も
、
斎
宮
村
の
「
死
牛
」
を
佐
田
村
側
が
片
付
け
、
争
論

が
再

燃
し
て
い
る
。
な
お
、
斎
宮
村
に
は
参
宮
街
道
が

通
り
、
「

死
馬
」
の

発
生
は
一

般

農
村
よ
り
も
ず
っ
と

多
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
斎
宮
村
内
に
は
、

運
送

業
者
た
る

「
馬
稼
」
が
文

化
一
〇
（
一
八
一
三
）
年

段
階
で
二
十
一

名
を

数
え
た
（
『
明
和
町
史
史

料
編
二
文
書
史
料
』）。

（

25）
こ
の
十
か
村
の
領
地
は
、
地
名
記
載
が
不
正
確
の
た
め
か
完
全
に
は
比
定
で
き
な
い
。

大
半
は
紀
州
藩
領
の
田
丸
領
及
び
松
坂
領
の
村
々
で
あ
る
が
、
吹
上
藩
領
の
村
を
含
む
。

（

26）
先
の
十
か
村
と
、
斎
宮
村
、
上
野
村
、
佐
田
村
を
合
わ
せ
た
十
三
か
村
で
あ
ろ
う
。

（

27）
な
お
、
こ
の
間
の
経
緯
は
神
宮
長
官
の
公
務
日
誌
に
は
言
及
が
な
い
。

（

28）
史
料
の
翻
刻
文
を
以
下
に
掲
げ
て
お
く
。

（
包
紙
ウ
ハ
書
）

「
天
保
三
辰
年

�取
為
替
証
文
壱
通
宛
々

改
弐
通

斎
宮
村
下
郷
之
内
字
大
頭
穢
多

同
村
死
牛
馬
取
片
付
代
金
ニ
而
半
分
譲
渡
候
、

双
方
壱
ヶ
年
代
支
配
議
定
書
付

」

買
請
候
芝
所
之
事

一
、
当
村
死
牛
馬
取
片
付
之
義
、
先
規

�其
村
仕
来
り
候
処
、
此
度
右
芝
所
之
内
半
分
代

金
拾
両
相
渡
し
買
請
申
処
実
証
也
、
然
上
ハ
当
村
之
内
死
牛
馬
当
辰
年

�我
々
支
配
可

人文論叢（三重大学）第29号 2012
二二八八



致
候
、
尤
双
方
和
談
之
上
以
来
壱
ヶ
年
代
り
当
村
一
円
死
牛
馬
支
配
可
致
申
合
ニ
候
、

依
而
為
後
日
買
請
証
文
如
件

天
保
三
辰
年
八
月

斎
宮
村
下
郷
之
内
大
頭
買
主
清
三
郎
（
印
）

同
善
蔵
（
印
）

同
組
頭

金
蔵
（
印
）

佐
田
村
組
頭
庄
兵
衛
殿

仲
間
中

当
方

�売
渡
候
証
文
之
写

売
渡
申
芝
所
之
事

一
、
斎
宮
村
死
牛
馬
取
片
付
之
儀
、
往
古

�我
々
支
配
仕
来
候
処
、
此
度
其
村

�頼
ニ
付

右
芝
所
之
内
半
分
代
金
拾
両
ニ
相
究
売
渡
申
処
実
証
也
、
則
代
金
慥
ニ
受
取
申
候
、
然

ル
上
者
斎
宮
村
之
内
半
分
死
牛
馬
当
辰
年

�其
村
ニ
而
支
配
可
被
致
候
、
尤
双
方
和
談

上
候
得
者
以
後
壱
ケ
年
代
り
ニ
斎
宮
村
一
円
之
死
牛
馬
支
配
可
致
申
合
ニ
候
、
依
之
為

後
証
売
渡
証
文
如
件

天
保
三
辰
年
八
月

四
郎
七
印

金
五
郎
印

半
右
衛
門
印

新
太
郎
印

徳
五
郎
印

穢
多
頭
庄
兵
衛
印

斎
宮
村
下
郷
之
内

大
頭
村
穢
多
金
蔵
殿

仲
ヶ
間
中

（

29）『
松
阪
の
部
落
史
第
一
巻
史
料
編
前
近
代
』（
松
阪
市
、
二
〇
〇
八
年
）
に
は
、
天
保

三
年
の
佐
田
村
・
斎
宮
村
両
村
の
芝
権
争
論
に
際
し
て
藩
（
こ
れ
が
佐
田
村
の
属
す
る
鳥

羽
藩
な
の
か
、
関
係
す
る
村
の
多
い
紀
州
藩
な
の
か
、
編
者
は
記
し
て
は
い
な
い
）
へ
の

提
出
文
書
に
添
え
ら
れ
た
「
覚
」
と
い
う
史
料
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
史
料
№
二
四
一
）。

紀
州
藩
領
の
矢
川
村
、
岸
江
村
に
加
え
て
神
宮
領
（
三
方
会
合
が
管
轄
）
の
長
屋
村
、
黒

瀬
村
の
七
名
の
者
が
馬
の
皮
や
鞣
し
代
を
九
か
条
に
わ
た
っ
て
書
き
上
げ
、
か
つ
斎
宮
村

内
の
郷
名
の
「
町
屋
」、「
下
」、「
西
ぼ
か
き
」（
こ
れ
は
「
西
ほ
り
き
」（
＝
西
堀
木
）
の

誤
読
で
あ
ろ
う
）
の
各
々
に
つ
い
て
の
油
代
を
合
算
し
た
「
惣
〆
金
九
両
ト
拾
三
匁
」

と
い
う
額
が
記
さ
れ
て
い
る
。
解
釈
の
難
し
い
史
料
で
あ
る
が
、
斎
宮
村
に
お
い
て
斃
牛

馬
を
村
外
の
皮
革
業
者
に
販
売
し
た
利
益
の
総
額
（
年
間
か
）
、
つ
ま
り
芝
権
の
権
益
を

示
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
皮
革
業
に
従
事
す
る
者
の
地
域
的
拡
が
り
、
神
宮
領
の
村
々
も

含
む
こ
と
と
合
わ
せ
、
注
目
さ
れ
る
。

（

30）『
神
宮
編
年
記
』。

（

31）
『

都
市
部
落
』
で
は
、
田

丸
町
や

城
田
村
の
さ
さ
ら
た
ち
が
、
一
名
「
ワ
タ
ウ
チ
」
と

称
さ
れ
る
綿
打
部
落
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

（

32）『
日
本
国
語
大
辞
典
』。

（

33）
久
治
は
病
気
の
た
め
、
代
理
人
で
仲
間
親
類
の
津
藩
領
高
木
村
の
久
吉
が
出
頭
し
て
い
る
。

（

34）『
徳
川
禁
令
考
前
集
第
四
』
二
一
四
七

（

35）
森
杉
夫
「
近
世
未
解
放
部
落
の
貢
租
」
（
『
日
本
歴
史
』
二
五
九
、
一
九
六
九
年
）
、
同

「
出
作
を
め
ぐ
る
差
別
と
争
論
」（『
大
阪
府
立
大
学
紀
要
〈
人
文
・
社
会
科
学
〉』
二
七
、

一
九
七
九
年
）、「
穢
多
年
貢
」（『
部
落
史
用
語
辞
典
』
柏
書
房
、
一
九
八
五
年
）
他
。

（

36）『
神
宮
編
年
記
』。

（

37）
拙

稿
「
近
世
の

宇
治
・

山
田
に
お

け
る
被
差
別

民
禁

忌
に
つ
い
て
」
（
『
人
文
論

叢
』

二
〇
、
二
〇
〇
三
年
）。

（

38）『
明
和
町
史
史
料
編
二
文
書
史
料
』。

（

39）
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
神
宮
や
神
宮
領
の
村
々
が
差
別
意
識
と
無
縁
だ
っ
た
訳

で
は
決
し
て
な
い
。
一
般
農
村
と
同
様
に
、
間
違
い
な
く
差
別
は
存
在
し
た
。
だ
が
、
年

貢
米
に
関
し
て
神
官
が
「
穢
気
」
が
時
間
と
共
に
尽
き
る
と
表
現
し
た
よ
う
に
、
神
宮
の

触
穢
観
念
か
ら
の
「
穢
れ
」
と
は
一
時
的
な
「
状
態
」
で
あ
り
、
身
分
「
存
在
」
と
は
区

別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
神
社
が
清
浄
を
求
め
、
触
穢
を
忌
避
す
る
こ
と
と

差
別
意
識
と
結
び
付
け
る
こ
と
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。

［
付
記
］
史
料
の
閲
覧
に
際
し
て
は
、
神
宮
文
庫
、
三
重
県
史
編
さ
ん
グ
ル
ー
プ
、

明
和
町
史
編
さ

ん
係
（
当

時
）
、

乾
秀
治

氏
に
お
世

話
に
な
っ
た
。
記
し
て

謝
意

を
表
し
た
い
。

塚本 明 近世伊勢神宮直轄領の被差別民について

二二九九




